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議 員 全 員 協 議 会 
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      ５     番  文 野 慎 治    ６     番  鱧 谷 陽 子 

      ７     番  田 中 圭 介    ８     番  河 合 弘 樹 

      ９     番  矢 野 正 憲    10     番  渡 辺 豊 子 

      11     番  二 見 裕 子    13     番  江 川 慶 子 

      14     番  坂 上 巳生男 

欠 席 議 員 なし 

説 明 員 町 長 藤 原 敏 司 副 町 長 南   和 仁 

 教 育 長 岸 野 行 男 総合政策部長 東 野 秀 毅 

 総 合 政 策 部 

統 括 理 事 
明 松 大 介 総合政策部理事 野 津   惠 

 総 務 部 長 藤 原 伸 彦 住 民 部 長 巖 根 晃 哉 

 健康福祉部長 山 本 雅 隆 都市整備部理事 白 川 文 昭 

 
都市整備部理事 永 橋 広 幸 

会 計 管 理 者 

兼 会 計 課 長 
中 谷 ゆかり 

 
教 育 次 長 阪 上 敦 司 

教 育 委 員 会 

事 務 局 理 事 
原 田 哲 哉 

 財 政 課 長 竹 田 陽 介 道路公園課長 山 原 栄 次 

 道路公園課参事 宮 内 要重男 下水道河川課長 朝 倉   優 

 生涯学習推進課

参 事 
大 屋 真 志   

事 務 局 議会事務局長 林   利 秀 書 記 道 端 秀 明 

───────────────────────────────────────────── 

案   件 

    １）熊取町第３次行財政構造改革プラン「アクションプログラム」の令和３年度実績報告に 

      ついて 

    ２）熊取町第４次行財政構造改革プラン（素案）について 

    ３）熊取町第３次道路整備計画（案）について 

    ４）下水道使用料の改定時期について 

    ５）公民館・町民会館整備事業について 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、議員全員協議会にご出席を賜りありがと

うございます。 

   本協議会には、町長ほか関係職員の出席をいただいております。 

   ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから議員全員協

議会を開会いたします。 

────────────────────────────────────────────── 

（「13時30分」開会） 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）本日の案件は、熊取町第３次行財政構造改革プラン「アクションプログラム」の令

和３年度実績報告についてほか４件であります。 
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   発言をされる方は挙手の上、着座でマスクはつけたまま発言していただきますようお願いいたし

ます。 

   なお、本日の会議では、新型コロナウイルス感染対策として、換気のために一部の窓を開けてお

りますので、ご了承お願いいたします。 

   また、案件の終わられた方は会議の途中で退室いただいても結構ですので、申し添えます。 

   それでは、案件１、熊取町第３次行財政構造改革プラン「アクションプログラム」の令和３年度

実績報告についての件を説明願います。竹田財政課長。 

財政課長（竹田陽介君）それでは、第３次行財政構造改革プラン「アクションプログラム」の令和３年

度実績報告についてご説明いたします。 

   まず、令和３年度一般会計決算については、ワクチン接種や子育て世帯臨時特別給付金など、新

型コロナウイルス感染症関連予算の増加などにより、全体の決算規模は大きなものとなってござい

ます。 

   一方で、新型コロナウイルス感染症関連予算には、国庫補助金などの臨時的収入が一定充当され

たことや国税収入が増収になった影響等により、地方交付税や地方消費税交付金をはじめとする各

種交付金が増加するなどした結果、基金繰入れなしで財源不足が発生しない黒字決算となってござ

います。 

   ただし、この地方交付税等の依存財源が令和３年度増加したことに関しては、臨時的な要因によ

るものでございまして、一方で、歳入の根幹をなす町税収入は前年度から減少しており、引き続き

人口減少などによる下振れリスクを抱えていることから、令和４年度以降の歳入状況は依然として

不透明な状況でございます。 

   また、扶助費をはじめとする社会保障関係経費は増加の一途をたどっておりまして、さらに、近

い将来には投資的経費で大きな財政出動も予定していることから、引き続き行財政改革に取り組む

必要がございます。 

   今回、アクションプログラムに基づきまして、令和３年度に実施した改革項目についてその取組

内容等を別紙のとおり集約しておりますので、ご報告いたします。 

   ２ページをご覧ください。 

   まず１つ目、各改革項目の取組による効果額でございます。総括表としまして、令和３年度、目

標効果額６億4,439万円に対しまして、実績の効果額としては４億5,299万6,000円、差額としては

マイナスの１億9,139万4,000円となってございます。 

   その下の表、実績効果額が500万円以上の取組を上げております。例えば41番、投資的事業の抑

制、こちらについては実績の効果額がマイナス１億7,982万5,000円。１つ飛ばしまして46番、業務

の見直しによる非正規職員の削減、こちら効果額マイナスの２億963万1,000円。１つ飛ばしまして

64番、ふるさと納税の推進、効果額としては４億248万9,000円などでございます。 

   ３ページをご覧ください。 

   ２つ目の表としまして、令和３年度基金繰入額実績でございます。基金の繰入額ですが、アクシ

ョンプランプログラムでの推計、目標額のところを、財政調整基金であれば１億3,300万円、公共

施設整備基金であれば3,400万円、合計で１億6,700万円という目標、１億6,700万円以内に抑える

ことを目標としてございましたが、実績としては、令和３年度は基金繰入れなしの黒字決算という

形になってございます。 

   その結果、３番の表をご覧いただきますと、令和３年度末の基金現在額としては、現在高として

は、実績額、財政調整基金であれば10億722万1,000円、減債基金７億9,376万9,000円、公共施設整

備基金14億1,614万2,000円という形で、それぞれ目標を上回る実績となってございます。 

   参考としまして、その下の表、令和３年度の一般会計歳入歳出決算でございます。歳入につきま

しては182億593万9,000円、それに対して歳出173億2,992万2,000円で、翌年度に繰り越すべき財源

を差し引いた結果、一番右の実質収支のところで６億1,427万9,000円の黒字となってございます。
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こちら、非常に大きな黒字額にはなっておるんですが、その主な要因としましては、先ほど申し上

げましたが、国税収入が増収になったことで地方交付税が増加するなどしたことが、主な要因とな

ってございます。 

   ４ページをご覧いただけますでしょうか。 

   ここ以降、各項目の取組内容について、金額の大きいものや昨年から変化のあったものを中心に

ご説明いたします。 

   まず、４ページ、４番をご覧ください。生産性向上による超過勤務の抑制。令和３年度も超過勤

務の抑制に向けた取組を引き続き進めておりますが、効果額としましてはマイナスの1,702万5,000

円という形になってございます。 

   続いて５ページをご覧ください。 

   12番、13番、生産性の向上ということで、12番が会計事務、13番が課税事務です。会計事務につ

きましては、財務会計システムの更新に伴いまして備品台帳管理システムを導入、課税事務につき

ましては、住民税課税申告支援システムを導入、その結果、それぞれ事務の効率化を図ったもので

ございます。 

   続いて６ページをご覧ください。 

   14番、指定管理者制度の導入で永楽ゆめの森公園、こちら令和３年度の実績効果額が前年に比べ

て増えておりまして、416万3,000円となってございます。内容につきましては、令和２年度の駐車

場料金の改定が影響しているものでございます。 

   続いて７ページをご覧ください。 

   22番、公共施設の維持管理経費の削減、駅下にぎわい館でございます。にぎわい館につきまして

は、観光案内所機能の強化を図っておりまして、令和３年度に関しましては一般社団法人くまとり

にぎわい観光協会が設立されたことで、より一層自立自走に向けた体制となってございます。 

   少し飛びます。９ページをご覧ください。 

   ９ページ一番下、41番、投資的事業の抑制でございます。令和３年度も投資的事業の総額抑制に

は取り組んでおりますが、効果額としてはマイナスの１億7,982万5,000円。こちら、例えば駅西整

備事業であったり、各地区の老人憩の家の耐震化、あるいは西保育所や東小学校の大規模改修など、

必要な投資的事業を展開した結果ではございますが、効果額としてはマイナスとなってございます。 

   続いて10ページをご覧ください。 

   46番、業務の見直しによる非正規職員の削減でございます。こちら、米印であるんですが、令和

２年４月から新たな仕組みとして会計年度任用職員制度が開始いたしました。その影響で、令和２

年度以降の決算額が大きい数値となってございます。効果額としては、令和３年度マイナスの２億

963万1,000円という形でございます。 

   続いて11ページをご覧ください。 

   49番、新たな転入・定住促進の推進ということで、令和３年度から制度内容を更新しておりまし

て、従前の固定資産税の減免制度から補助金制度に更新しております。なお、効果額につきまして

は、転入による住民税の増加というのが令和４年度以降に反映する形になりますので、令和３年度

はマイナスの表示となってございます。 

   続いて52番、53番をご覧ください。公有財産の処分、52番が里道・水路の処分でございます。こ

ちら旧道路敷、旧里道敷の処分を12筆分行っておりまして、効果額461万9,000円となってございま

す。53番はため池ということで、野田の源太池について一般競争入札による売却を行っております。

効果額は141万8,000円でございます。 

   12ページをご覧ください。 

   60番、61番、62番、それぞれ、町税、国民健康保険料、後期高齢医療保険料、介護保険料の徴収

率向上でございます。町税であれば60番、令和３年度は98.8％、国民健康保険は86.89％、後期高

齢者医療は99.73％、 後、介護保険料は98.85％と、いずれも引き続き高い水準を維持してござい
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ます。 

   13ページをご覧ください。 

   64番、ふるさと納税の推進でございます。令和３年度の寄附金決算額が７億8,248万3,000円。こ

こから諸経費を引きまして、効果額としては令和３年度４億248万9,000円となってございます。 

   その一番下、69番、職員数の削減でございます。こちらは、行政サービスの低下とならないよう

配慮しながら職員数を削減しておりまして、マイナスの24名、24名分の削減で効果額8,733万6,000

円という形でございます。 

   続いて14ページをご覧ください。 

   72番、73番、74番、人件費の削減項目でございます。町長のお給料20％の削減と退職手当の廃止、

副町長、教育長の給料の削減、こちらのほうを継続して実施してございます。 

   その下、75番、組織・機構の見直しということで、例えば②番、情報サービスの拡充に向けて広

報戦略課の設置、その下、雨水・治水対策及び総合的な雨水整備の強化ということで、道路公園課、

下水道河川課の設置など、組織の見直しを行ってございます。 

   15ページをご覧ください。 

   79番、し尿処理の広域化の検討ということで、令和３年度から泉佐野市田尻町清掃施設組合への

し尿処理事務の委託化を開始しております。効果額としては5,924万3,000円の効果額を計上してご

ざいます。 

   その下80番、ごみ処理の広域化の検討。こちら、ごみ処理の広域検討会を８回実施するなどして

ございます。 

   続いて16ページをご覧ください。 

   16ページ以降は、議員の皆様にもご協力をいただいておる項目になりますが、86番、議会映像配

信の検討というところで、令和４年の３月議会から議場音響システムを更新することで、ユーチュ

ーブのライブ配信も可能になってございます。 

   17ページをご覧ください。 

   右下にまとめてございますが、令和３年度の効果額実績としては４億5,299万6,000円。その一番

下、計画効果額に対する、目標に対する増減額としてはマイナス１億9,139万4,000円となってござ

いまして、令和３年度に関しましては、投資が大きくなったこと、それと会計年度任用職員制度の

改正、これらの影響が大きく、効果額としてはマイナスとなったものでございます。 

   私からの説明は以上でございます。 

議長（二見裕子君）ただいま説明がありましたが、本件について質疑があれば承ります。質疑はありま

せんか。田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）細かい話なんですけれども、公共施設の処分というのが、11ページですか、ありま

して、ため池の源太池を売却したよという話やったんですけれども、平池と、それから高塚池、高

塚池なんか周りが住宅やと思うんですけれども、明示の結了ができていないんですか。ちょっと教

えていただけますか。 

議長（二見裕子君）永橋都市整備部理事。 

都市整備部理事（永橋広幸君）令和４年６月現在でも、まだ明示の結了ができておらない状況でござい

ます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）用地測量である程度お金かけてあると思うんで、住宅地やったら、何か既明示とか

ありそうな気がするんですけれども、それでも非常に難しいんですか。 

議長（二見裕子君）永橋都市整備部理事。 

都市整備部理事（永橋広幸君）今の現状では整わないので、引き続き取り組んでまいりたいと思います。 

   以上でございます。 
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議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）すみません、17番です。17番の町民会館分館の廃止というところで、この分につい

ては教育・子どもセンターになっているのかちょっと分からないんですけれども、以前やっていた

勤労青年会館、その分はどうなっていますかね。その分は入っているんですかね。 

議長（二見裕子君）原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）こちらのほうの町民会館分館の廃止は、今おっしゃられた旧の勤

労青少年ホームの廃止ということで、同じでございます。 

   今現在、その内容について、近隣の住民の方と協議を進めているという状況でございます。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）ということは、一応何かこの目標、令和６年か何か目標にというふうになっていま

したかね、計画で。ちょっとその辺のところ、見込み、見通しですか、教えてください。 

議長（二見裕子君）原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）現在は、これから進めてまいります公民館・町民会館の整備があ

るんですけれども、そこの、いわゆる入っている備品等、設備等を一旦ちょっと仮置きさせていた

だきますので、今度６年４月、いわゆる新しい公民館・町民会館がリニューアルして供用開始され

ると、今度それが行われましたら、全部備品とかが移りますので、６年度中に売却に向けて動いて

いきたいと考えているところでございます。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。 

   一応倉庫代わりという形になるかと思うんですが、まだ、そしたらどのくらいの売却価格とか、

そういう見通しとか、そんなんは全然ないわけですかね。 

議長（二見裕子君）原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）こちらについては、旧の勤労青少年ホームから町民会館分館へと、

いろいろないきさつがある中で、またそれぞれちょっと所有の土地関係とかもいろいろありまして、

その辺の、まずはちょっと整理から始めていかなければならないという作業もございますので、ち

ょっとまだ今そこまではいっていないという状況でございます。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。しっかりと問題、課題を解決しながら、計画的に進めていっていた

だきたいなというふうに思います。 

   同じように、ちょっと何番とかいうの、今すぐあれなんですが、北学童の売却とか南保育所の売

却とか、そういった分もこの中に公共施設の分であったかと思うんですが、その辺の状況はどうで

すか。 

議長（二見裕子君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）今ご指摘の北学童それから南保育所、旧の分でございます。こちらの分に

つきましては、現在、測量のほうが完了した状態でございまして、上物についての対応をどうする

のかといったことも含めて、現在検討中というような状況でございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）南保育所も一緒ですね。測量等は済んで、売却に向けての動きはまだしていないと

いうことですか。 

議長（二見裕子君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）その分につきましては、基本は、利活用ということでの分も当然選択肢の

中には残っておりますけれども、基本は売却の方向で検討をしておると。ただ、上物についてどの

ような形で、撤去ということになるんでしょうけれども、そのあたりの部分をどのようにするのか

というのを今検討しておるというような、そんな状況でございます。 
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   以上です。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）これ、今回この令和３年度の行財政アクションプログラムという形の報告になるん

ですが、来年度の報告には方向が見えるところになるんですかね。令和４年度として、今回のこの

第３次行財政構造改革プランの中ではまだ結果は出ないというところなんですかね。 

議長（二見裕子君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）おっしゃっていただいているの、なかなか遅々と進んでいないというご指

摘かなと思うんですけれども、なかなかちょっと健康福祉部門だけで、その辺のいわゆる施設の管

理、売却あるいは土地の測量、その他もろもろについての話となってまいりますと、ちょっと全庁

的なプロジェクトということになりますので、その辺も含めて現在検討を進めておりますので、も

うしばらくお時間いただきたいというような状況でございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）プランの中で盛り込まれておりますので、すぐにはいかないということですが、何

らかの形で結果が出せる見通しをつけるような方向に、またしっかり取り組んでいただけたらな、

全庁的にね、取り組んでいただけたらなというふうに思います。 

   次に、すみません、番号控えておったらよかったんですが、すみません。新エネルギーの導入と

いうのがあったですよね。すみません、ちょっと一旦ほかの人に。ちょっと探します、番号。すみ

ません。 

議長（二見裕子君）ほかに質疑ありませんか。鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）18番、学校給食場のあり方の検討という欄があるんですけれど、大分老朽化してい

るんで、手段方法を検討するとしたとなっているけれど、検討されたんでしょうか。その辺ちょっ

とお話聞きたいんですが。 

議長（二見裕子君）阪上教育次長。 

教育次長（阪上敦司君）給食調理場の改修については、多少の傷み具合の差はあるんですけれども、か

なり傷んでいるところもあるということで、現在は、そのままいろんな働いている方の条件、暑い

とか、食材の関係もありますので、スポットクーラーを購入して現在は対応していると。 

   今後、補助金の状況も見ながら検討していくという中で、 初に手をつけていくところが２、３

年先にはそろそろ手をつけていかなあかんかなということで、どういうふうな手法があるかという

ことで、今検討しています。今年度中には一定の方向性というのは決めたいな、一部改修でいくの

か、ただ、建物を大規模に触るとなると一定期間給食が止まる可能性もありますので、その辺も含

めてどういうふうなやり方ができるのかというところを、現在検討しているということで、長寿命

化の施設計画で示している年度も見極めながら、そういうようなところも含めて、改修中の給食を

どうするんかというところも踏まえて、ちょっと今現在、検討を始めているという状況でございま

す。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）さっきの24番です、24番に新電力の継続導入というところで、新電力ということで、

効果額が毎年上がっているんですが、令和２年度からは、中家住宅、八幡池青少年広場にも新電力

導入しているということでは、また効果額がまた上がっているかと思うんですが、令和３年度はど

うなのか。どこに導入とかまたあるんですかね。新たには導入ないんですかね。ちょっと、そして

今後の予定とか、ちょっとあれば教えてください。 

議長（二見裕子君）藤原総務部長。 

総務部長（藤原伸彦君）令和３年度については、昨年引き続き、今ご指摘いただきました役場をはじめ、

14か所の公共施設のほうで契約を行ってございます。 
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議長（二見裕子君）今後の予定。藤原総務部長。 

総務部長（藤原伸彦君）今後の、令和４年度ということですか。令和４年度につきましては、ご承知の

ようにエネルギーの問題がありまして、非常に電力が高くなって、この９月の補正予算にも上げさ

せていただいているんですが、ちょっと現新電力会社との契約がちょっと難しい状況となってござ

いまして、 終的には、関西電力との 終補償契約の中で随意契約していくことになるんで、ちょ

っとその辺、今の施設を現状そのまま契約をすることになるのではないかということで考えてござ

います。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）ほかにないんでしたら、すみません、45番のところで、ジェネリック医薬品をしっ

かり勧奨していただいているというところの普及率が府内４位ということで、すごいしっかり取り

組んでいただいているのかなというところの実績報告があるんですけれども、この分についての、

これは効果額というのは上がってこないんですかね。府のほうのインセンティブというか、そうい

った形の何か効果額というものは上がってこないんですか。 

議長（二見裕子君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）ジェネリックの効果額ということで、一定計算することもできるんですけ

れども、額的に大きな額になっていなくて、むしろ意識改革といいましょうか、必要な医薬品を必

要な時期に適切にご使用いただくという、そういった意識改革ということの啓発的な意味合いのほ

うが大きいかなというところで、数値については本当に数百万円という、そういった効果額のほう

となっております。 

   ただ、今後も、医療の適正な利用ということで、この分についてはしっかりと啓発を進めていき

たいというふうに思っております。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。 

   しっかり取り組んで、府内で４位というのはすごいすばらしいかなというふうに思います。しっ

かり勧奨をしながら、皆さん、町民の意識啓発というんですか、やっていただいている中で、府の

ほうで、そうやって一生懸命取り組んでいる熊取町に対してのインセンティブ的な何か効果がある

のかなというふうに思いまして、ちょっと聞かせていただきました。 

   もう一つ、売却の関係で、54番のところの公有財産の処分で、朝代ちびっこ広場につきましては、

隣接所有者と協議を行ったが同意を得られていないということなんですが、この辺のところ、ちょ

っと詳しく説明いただけないでしょうか。売却できないということなんですかね。 

議長（二見裕子君）永橋都市整備部理事。 

都市整備部理事（永橋広幸君）令和元年度の部分ですので、私が聞いておりますのは、ちびっこ広場の

境界確定について、個人地がございましたのでそこの方と境界の確定にまで至っておらないという

ところでございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）じゃ、まだ、そのまんま売却できない状態が続いているというところなんですね。

その同意が得られるような何か話合い、協議というところは、どんな状況なんでしょうか。 

議長（二見裕子君）永橋都市整備部理事。 

都市整備部理事（永橋広幸君）その動きについては、地権者様と会いまして協議のほうを進めていって

いる状況でございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）通し番号４番、生産性向上による超過勤務の抑制というところですが、これにつ
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いて、効果額の数字、マイナスの形で効果額の数字が記載されておりますが、この数字について説

明していただけますか。 

議長（二見裕子君）藤原総務部長。 

総務部長（藤原伸彦君）この超過勤務の効果額につきましては、平成28年度の実績決算額、そこと比較

して1,702万5,000円が多かったということでご理解いただければと思います。 

   したがいまして、この第３次行革におきましては、28年度は約4,240万円ほどの決算額だったん

ですが、そこと比較して、この記載させていただいています約1,000万円から2,000万円の額が多く

なっているということでご理解ください。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。坂上巳生男議員。どうぞ。 

14番（坂上巳生男君）もう一度説明していただけますが、ちょっと飲み込みが悪くて申し訳ない。 

議長（二見裕子君）藤原総務部長。 

総務部長（藤原伸彦君）そしたら、すみません、実際の決算額でちょっと申し上げます。平成28年度の

決算額、超過勤務の決算額が4,242万3,314円。もう一回言います、4,242万3,314円です。令和３年

度の決算額が5,944万8,476円。この差が1,702万5,000円ということで、28年度の決算額と比較して

それだけ増えているということでご理解いただきたいと思います。 

議長（二見裕子君）坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）分かりました。そういう意味ですね。 

   28年度の決算額との比較で超過勤務の数字はどう変化しているかと。そのプラスマイナスの表示

ですね。はい、理解いたしました。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかにありますか。鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）すみません、27番なんですけれど、青少年問題協議会の委員数を見直すと書いてあ

るんですけれど、ちょっと、この報酬支払い委員が21人から17人に削減で、この辺の何で払う人と

払えへん人がいてはるのか、ちょっと説明、細かいことなんですけれど。 

議長（二見裕子君）大屋生涯学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）青少年問題協議会の委員につきましては、議員はじめ学校の先生で

あったり、そういった方にも入っていただいておりますので、そういった方には報酬をお支払いし

ない、町長が会長を務めていただいておりますけれども、そういった方には報酬をお支払いしない

ということでなっておりますので、その報酬を支払う委員と支払わない委員がいるという、そうい

う状況でございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）報酬を支払わない委員もいてはって、それでも29人から21人に削減しはったときの

その報酬支払額と、後の削減しはったときの金額からは減っているということなんですけれども、

たくさん人数がいたら悪いということではないかと思うんですけれども、その報酬支払額が、払っ

ている人、払っていない人があって、払っていない人がたくさんいれば人数を減らさなくてもいい

んじゃないかなと、ちらっと思ってしまったんですけれども、その辺についてはどうなんですか。 

議長（二見裕子君）原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）こちらの人数のちょっと状況なんですけれども、青少年問題協議

会委員、当初29人を21人に削減してございます、総人数ですけれども。そのうち、報酬の支払いの

委員ということで、あるないは先ほど参事が説明した中身ですけれども、報酬の支払い委員数につ

いては、21から17人に削減になったという結果で、この実績数値となっているところでございます。 

議長（二見裕子君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）29人のときに報酬を支払わない方もいらっしゃったわけですよね。だから、その減

らされた理由として、報酬のことを考えれば、報酬を支払わない方をたくさん入れれば、それで、
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29人が減るということもないんではないかなとちらっと思ったんですけれども、そういうことでは

ないんですね。やっぱりその辺は減らさないといけないという理由があったわけですか。 

議長（二見裕子君）大屋生涯学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）すみません、青少年問題協議会委員の見直しにつきましては、当然

行革にも上げておるところもあったんですけれども、一部、例えば小学校、中学校のＰＴＡの代表

両方に出ていただいているとか、そういった役割が重複しているところというところを、小学校、

中学校の校長が出ていただいていたとか、そういったあたりのところをいって整理させていただい

て、かぶっているところは代表で出ていただいたというところでの削減というのをさせていただい

た経過がございますので、報酬があるから減らそうとか、ないから置いておこうとか、そういった

考えではなく見直しを行ったという経過がございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）すみません、63番のホテルの関係なんですけれど、宿泊施設の誘致の関係で、スー

パーホテルが営業を開始していただいて、定期借地権という形で入が140万円あるというところの

実績効果になっているんですけれども、令和４年度もその額で上がってくるのかというところと、

その利用状況についてちょっと教えていただきたいなと思うんですけれど。 

議長（二見裕子君）東野総合政策部長。 

総合政策部長（東野秀毅君）今回、ここで140万円上がっているんですけれども、もともとこの効果額

自体は、借地料が年間で280万円のところに町からの分が140万円、半額入りますので、実際、半分

の140万円、これ平年度化した分となるんで、これがまた営業してはる限りはもう当然のことだか

ら、来年の令和４年度も同じ数字が入ってきます。 

   それと、スーパーホテル自体は、担当者で定期的にそういうミーティングはやっているんですけ

れど、そういう中でのお話でいきますと、こういうコロナ禍であってでも、やはり体育大学とかの

そういう利用される方とかの利用が非常に多いということで、スーパーホテルは全体のグループの

中でもかなり今いい状況であるということで伺っております。大体70から80％の利用率ということ

で伺ってございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。コロナもあるからどうなのかなというところで、ちょっと心配して

いたんですが、分かりました。安心しました。 

   その下のふるさと納税につきまして、しっかりポータルサイト等設置して、お礼品を拡充して増

やしていっていただいていて、また今年も期待できるかなというふうに思うんですが、まだ分から

ないですよね、令和４年度。 

   その中で、企業版のふるさと納税については触れていないんですけれど、このアクションプログ

ラムの中には。その辺のところは検討は入っているんですかね。 

議長（二見裕子君）東野総合政策部長。 

総合政策部長（東野秀毅君）ちょっといろいろ研究等は進めておるんですけれど、こういう形で実績と

して上げることは、ちょっとまだできていないような状況でございます。申し訳ございません。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）58番、ネーミングライツの件なんですけれども、今まで広告の関係でしたら、広報

の中の広告だとか、それから町が発行する袋に名前入れてもらって、袋代が町の支出でなくなると

か、あとは自動販売機の一斉入札やってとかというようなことをやってきて、効果を上げているん

ですけれども、このネーミングライツのやつ経過を見ていたら、令和３年度もと書いているんです

けれど、何か試行錯誤されて、例えば下げたとかいろいろやりはって、その結果がこうなんか、ど

うもこの50万円からいっこも変わっていないみたいな感じなんですけれども、これ何か改革項目で
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上がっているんですけれども、実際同じ内容で、今、社会のいろいろ変動が大きい中で、ここら辺

やっぱり社会の変動に合わせたやり方をしていかないと、実は上がらないような気がするんですけ

れど、そこらどういうふうに進められたか教えてください。 

議長（二見裕子君）東野総合政策部長。 

総合政策部長（東野秀毅君）議員言っていただいたとおり、実際コロナとかそんな状況もあるので、な

かなか企業側の動きというのも実際なかなか鈍いのかなというところもあろうかと思います。 

   実際、令和元年度にその対象となる施設を増やしたりとかいうことをやっている中で、事務レベ

ルではどういう形がいいのかというところもあるんですけれども、現状は、地道なところというと

ころでのＰＲということで、ホームページとか、あと広報でのＰＲを行っているというような状況

が現状でございます。議員おっしゃられているように、実際、新しいそういう取組というか、検討

は進めていく必要があると考えてございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）先進事例が幾つもあるんで、今はちょっとどん底かも分かりませんけれど、企業の

ほうもいろいろ寄附を集めたりするのでも非常に難しいと。また、町内に大きな企業も少ないとい

う中でやったら、なかなかちょっと苦戦しているのはよう分かるんですけれども、熊取町の取組と

しては、やはりこれも一つの収入増かなと思いますので、お願いします。 

   それと、68番、無料施設の使用料徴収の検討と書いてあるんですけれども、検討を行ったけれど

も、結果を書いてくれていないんですけれど、これ結論とか、何で次のステップに行かないかとか、

そこら辺分かったら検討結果を教えてくれますか。 

議長（二見裕子君）原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）すみません、語尾、行ったと書いているんですけれど、結果とし

ては、すみません、まだ結論が出ていない状態でございます。現在行っている 中、継続中という

ことでございます。 

   内容で、今状況といたしましては、公民館・町民会館の整備行いまして、新しい施設ができると、

当然公民館、ホール、について、まずはその利用料の見直しをまず行う、数値をまず基本的に持っ

ていきたいと。それと、それを一つのベースとして社会教育施設全体、徴収している施設も、まず

検討を行っていきたい。そしてさらには、ここに書いているとおり、いわゆる現在無料の施設につ

いて、まずは徴収する方向、いわゆる受益者負担の方向を持ちつつ中身の検討を行っていきたいと

いうところでして、今現在、ある程度の新しい町民会館、ホールの数値は、担当案ではございます

けれども出していっている状態でございます。 

   それに伴って、今、ほかの施設についてもバランスを保ちながら模索しているというところで、

今、すみません、その次の段階のここの無料施設の使用料徴収というところについては、今現在ま

だ未確定というところでございますので、ご理解いただければと思います。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）新たに建築しようとしている公民館・町民会館の新たな料金設定とかそういうもの

もあると思うんですけれど、ちょっと話は別じゃないんですかね。ここへ項目として上がっている

ものをやっぱりちゃんと検討して、結果、ちょっともう今までと変わらずに取らないというのやっ

たら分からんことはないんですけれども、公民館・町民会館の料金とか定めるときは非常に大変や

と思います。 

   特に町民会館のホールなんかやったら、新たに全くさらに建て替えるわけですから、イニシャル

コストも結構かかるし、運営費もかかると思うんで、これは後で出てきますけれど、一定の料金を

定めるルールが町のほうであると思うんで、やっぱりそのあたりはそれにのっとってやっていった

らいいと思うんですけれども、これについては、特に日常管理にあまりお金のかかっていないとこ

ろはいいかも分からんですけれども、泉佐野市や阪南市なんかは、小・中学校の学校の開放、特に
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夜、学校の場合やったら昼間使ったりしますので、夜の電気代をもらっているというところが 近

増えてきているんで、そのあたりやっぱり参考にして、どうするんか、取るのがいいのか、住民団

体の支援ということで無料にするのがいいのか、それはあると思うんですけれども、そういうやっ

ぱりデータをそろえて、それがうちの町にどういうふうに当てはめられるかということをやっぱり

きっちりやっていかないと、この問題はちょっと片づかないような気がするんですけれども。 

   それとも、例えば小・中学校なんかでしたら、エアコンというかそういうものをつけたときに一

緒にやるんだとか、そういうふうなことを考えていかないと、昼間使っている施設については、こ

れ、電気代とかは要りませんけれども、土曜日、日曜日とか、学校の施設を開放してやっぱり電気

をつけずに体育館を使用するというのはほとんどないと思うんで、使っていると思うんで、そのあ

たり、原因者負担をもらうのかどうかということも、検討すべきじゃないですかね。 

   取るか取らないかはまた別の話として、その基礎データというのは整えておくべきだと思うんで

すが、そのあたりはどうですか。 

議長（二見裕子君）原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）ご助言ありがとうございます。 

   おっしゃっていただいたように、近隣の状況というのを、もう今入手をさせていただいて、泉佐

野市の状況とかその辺は承知してございます。 

   ご指摘のとおり、やはり体育施設を使うということで、特に夜でしたら、今ありましたとおり、

電気、それから夏場でしたらクーラー、そういったものを使いますので、やはりその辺の、いわゆ

るプラスアルファの部分というのはちょっと何らかしらの、まずはいわゆる負担をお願いすること

を基本に考えた上で、次、今おっしゃられたように、取るか取らないかというところの話を考えて

いかなければならないなと認識しているところでございます。その辺も踏まえて、これから早々に

また結論づけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）細かいことはもう言いませんけれども、この項目が上がってもう４年たつんです。

何らか、例えば４年度がゴールとしてすれば、取らないんやったら取らないんでいいんですけれど

も、理由がはっきりしておったらいいと思うんですけれども、そのあたりやっぱり結論を出すべき

じゃないかなと。今は取らないとか、この部分だけ取っていくとか、そういうことを考える必要あ

るんじゃないかなと思うんで、今の段階で、もう５年の間で４年が終わっている中で、そういうこ

とを言うておったらどうかなと思いますので、よろしくお願いします。 

議長（二見裕子君）ほかに質疑ありせんか。 

（「なし」の声あり） 

   永橋都市整備部理事。 

都市整備部理事（永橋広幸君）すみません、先ほどの田中豊一議員の高塚池と平池につきましては、実

は今年度、もう協議がほぼ、明示の確定といいますか、現地立会い終わっておりますので、当初予

算で鑑定のほうについて予算を取らせていただいておりますので、着実に進めてまいりたいと思っ

ております。ただ、相手がございますので、まだ確定まではいっていないという状況でございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）それでは質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   これをもって、案件１、熊取町第３次行財政構造改革プラン「アクションプログラム」の令和３

年度実績報告についての件を終了いたします。 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）次に、案件２、熊取町第４次行財政構造改革プラン（素案）についての件を説明願

います。竹田財政課長。 

財政課長（竹田陽介君）それでは、熊取町第４次行財政構造改革プラン（素案）についてご説明をいた

します。 
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   資料のほう、１ページ目ご覧ください。 

   １つめくっていただいたところ、はじめにというところございます。こちら少し読み上げさせて

いただきます。 

   現在、本町では、平成29年度策定の第３次行財政構造改革プラン及び同アクションプログラムの

改革項目に一丸となって取り組んでいるところでございます。現行の第３次プラン取組前の財政状

況を振り返りますと、当時は慢性的な財源不足により多額の基金繰入れを余儀なくされる大変厳し

い財政状況であり、抜本的な改革が急務となる状況の中で、５年間を計画期間とする第３次プラン

を策定いたしました。この第３次プラン計画期間においては、毎年のように、基金繰入れは生じて

おりましたが、アクションプログラムの改革項目を着実に実行していることもあり、近い将来に全

ての基金が枯渇してしまうような非常事態からは、一定脱却できているという状況でございます。 

   しかしながら、町税収入は減少傾向であり、今後さらに人口減少などによる下振れリスクを抱え

ている一方で、扶助費をはじめとする社会保障関連経費は高い水準で推移し、また、老朽化した公

共施設の改修経費が多額に上っている中で、本町の財政状況というのは決して楽観視できる状況で

はございません。さらに、新型コロナウイルス感染症の発生以降、生活環境や社会情勢の変化とい

うのは目まぐるしく、行政ニーズも複雑化、多様化しており、より柔軟で的確な対応が求められて

おります。 

   このような変化が激しく、先行きを見通しにくい社会情勢の中で、質の高いきめ細かな住民サー

ビスを今後も安定的に提供していくためには、行政の継続性を確保できる健全で持続可能な行財政

運営というのが不可欠でございます。そのため、第４次行財政構造改革プランを引き続き策定し、

行政改革に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

   ページ１つめくっていただけますでしょうか。 

   ここでは、行革プランとＳＤＧｓということで、このページの一番下、ピンクの枠囲みのところ

をご覧いただきましたとおり、本町が掲げるＳＤＧｓの実現を通じたまちづくりによりまして、こ

の行財政構造改革プランにおきましても、ＳＤＧｓの理念や観点というのを根底に置きつつ総合的

に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

   次のページご覧ください。 

   こちら目次でございまして、プランの構成になっております。まず１つ目として人口と財政の現

状、そして２つ目として財政収支の今後の見通し、３番目として改革の目標、４番目として主要な

改革項目という構成でつくってございます。 

   そしたら、１ページをご覧ください。 

   まず１つ目として、人口の推移でございます。こちら人口につきましては、令和２年度、こちら

は令和２年度は国勢調査の人口、令和７年度以降は国立社会保障・人口問題研究所の人口推計を載

せてございます。令和２年度であれば、人口４万3,763人、これが一番右の令和27年度になります

と、３万3,135人ということで、人口は約１万人減少しております。 

   赤いグラフをご覧いただきますと、こちら65歳以上の人口になりますが、これが１万2,676人が

１万2,914人ということで、逆に65歳以上は人口が増えております。その下の紺色のグラフです。

15歳から64歳の人口につきましては、２万5,000人から１万6,000人ということで約8,000人の減少、

その下、薄緑のグラフにつきましては、5,689人から3,459人と、14歳以下につきましては約2,000

人の減少という形になっております。いわゆる、人口減少社会、そして少子高齢化社会、これを示

した図となってございます。 

   すみません、右下にページ番号がついておるんですが、２ページをご覧ください。 

   ②番として、主な歳入の推移でございます。左側は歳入の推移のうち、町税でございます。まず

個人住民税につきましては、平成29年度の22億5,100万円からほぼ横ばい傾向でございます。令和

３年度はコロナの影響がありまして、少し減少という形になってございます。そのほか、法人住民

税、固定資産税につきましては、緩やかな減少傾向を示してございます。 
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   右側の表は、主な歳入の推移のうち、地方交付税等の５年間の推移を示してございます。地方交

付税等につきましては、右肩上がりの状況になっておりますが、ページの右下をご覧いただきます

と、交付税につきましては、社会保障関連経費などの需要額の増加に伴いまして近年増加傾向にご

ざいます。特に令和３年度については、国税収入の上振れによりまして約３億円の追加交付が、12

月補正計上いたしましたが、あった影響もございまして、大幅に増加してございます。 

   続いて３ページをご覧ください。 

   ③番として、主な歳出の推移でございます。歳出、特徴的なところを申し上げますと、まず、人

件費についてはほぼ横ばいで推移しておりまして、令和２年度は、会計年度任用職員制度の導入で

金額が増えてございます。３年度については、退職手当が一時的に多かった影響で金額が増えてご

ざいます。その下、扶助費につきましては、近年右肩上がりの増加傾向を示しておりまして、令和

３年度については、特にコロナ関連の子育て世帯や非課税世帯への給付金が入っておりますので、

大きい数字となってございます。その下の公債費については、近年は償還が進んでいることや行革

の取組で据置期間を設定した影響がございまして、近年、減少傾向になってございます。１つ飛ば

しまして、投資的経費については、老朽化対策などで右肩上がりの増加を示しております。この期

間に取り組んだ投資的事業につきましては、例えば学校におけるトイレの洋式化であったり、エア

コンの設置、あるいはＧＩＧＡネットワークの整備、中央保育所や西保育園の整備、あるいはその

ほかでは駅西整備事業であったり、憩の家の耐震化、町道久保高田線、そういったところで投資的

事業のほう実施してございます。金額としては近年増加傾向になってございます。 

   ４ページをご覧ください。 

   ４ページの④番、財政指標の推移でございます。まず、経常収支比率をご覧いただきますと、29

年度の95.8％から右肩下がりで改善傾向となってございます。令和３年度は、先ほど申し上げた交

付税が追加交付が大きくございましたので、88.9％と大きく改善してございます。もともとこの表

の前にある平成28年度が99.9％と、一番大きかった年になりますので、そこからは大分改善の傾向

が見てとれる数字となってございます。その下の２つ、実質公債費比率と将来負担比率、こちらは

財政健全化の指標となってございますが、まず、借金の割合を示すこの実質公債費比率も、29年度

の6.8から右肩下がりで改善の傾向となってございます。もう一つ、将来負担比率、将来的な負担

の割合になるんですが、30年度以降は将来的な財源不足が発生しておらなくて、もうバー表示とな

ってございます。 

   というように、今、指標で見る熊取町の財政の健全性というのは、一定は確保できているという

ような状況になってございます。 

   ５ページをご覧ください。 

   主要基金の繰入れ状況でございます。まず、財政調整基金であれば、29年度は3,400万円、30年

度はふるさと寄附金が大きかった年ですが、それ以降、令和元年度１億3,600万円、令和２年度１

億3,600万円。令和２年度に関しましては、公共施設の整備基金からの繰入れも１億2,700万円行っ

ております。この表の前、平成28年度に関しては、財政調整基金で３億8,500万円、公共施設の整

備基金が２億円ということで、５億8,000万円の基金繰入れを行っておりましたので、ただ、令和

３年度は基金繰入れがございませんでしたので、この令和３年度の基金繰入れがなかったことで、

少し状況といいますか、印象が変わったような状況になってございます。 

   ６ページをご覧ください。 

   ６ページのほうは、29年度に策定しました公共施設等の総合管理計画から数字を抜粋してござい

ます。公共施設の総合管理計画の中では、29年以前の過去10年間の投資的経費としては、平均、年

間が10.6億円、それが今後40年間で見込まれる更新費用が14.1億円、年間にして約3.5億円、今後

超過していくというふうな試算になってございました。ですので、こちら公共施設のマネジメント

につきましては、 適化が引き続き重要となってくるという形でございます。 

   ７ページをご覧ください。 
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   ７ページ、人口と財政の現状を総括したものでございます。まず１つ目、第３次プラン策定以降

も、財源不足による基金繰入れというのは発生してございますが、全ての基金を取り崩して累積赤

字が続くような、そういった非常事態からは一定は脱却できた状況と考えてございます。２つ目で、

また、令和３度決算については、国税収入の上振れなどによりまして、基金繰入れがなしで財源不

足が発生しない黒字決算となっております。しかしながら、本町、財政構造的にやはり国の依存財

源に頼る部分が大きいので、国の動向に左右されやすい体質、また、少子高齢化や人口減少社会到

来により町税収入が減少傾向にございますので、令和４年度以降の歳入状況というのは依然として

不透明な状況でございます。 

   一方で、扶助費をはじめとする社会保障関連経費は増加の一途をたどっておりまして、加えて、

大型建設事業や公共施設の老朽化対策など、投資的経費についても増加してございます。これらの

経費の増加については、今後も減速していくというようなことは期待できず、本町においては、高

い水準で推移する扶助費や、近い将来に大きな財政出動を予定している老朽化施設の大規模改修な

どに対しまして、限られた財源をより有効的に活用しながら適切に対応していくことが極めて重要

な課題となってございますので、行財政改革による取組が必要な状況でございます。 

   ８ページをご覧ください。 

   ８ページ、財政収支の見通しということで、今後の財政収支を見通すに当たりまして、設定上の

ルールや考え方をこちらのほう記載してございます。説明のほうは、すみません、省略いたします。 

   ９ページをご覧ください。 

   財政収支の見通しということで、収支推計になります。このページの右上のチョボご覧いただき

ますと、令和３年度に大阪府と共同で作成した中長期財政シミュレーション、15年間のシミュレー

ションになりますが、これをベースに作成のほうをしてございます。 

   左側の表をご覧いただきますと、まず、町税につきましては、人口減少に伴いまして、令和５年

度の41億4,500万円からだんだんと右肩下がりの収支となってございます。本来それを補うべき地

方交付税につきましては、人口減少の影響もありまして、横ばい、増えずでございます。一方で、

歳出につきましては、歳出の２つ目、扶助費をご覧いただきますと、少子高齢化の影響もあり右肩

上がりの状況でございます。少し、６行ほど飛ばしていただいて、投資的経費につきましては、高

い水準で推移してございます。 

   ですので、歳入については伸びず、歳出については右肩上がりの増加傾向というふうな収支推計

になっておりまして、その結果、この表１－１の下にございます黄色の網掛け部分です。歳入歳出

の差引きにつきましては、令和５年度は7,600万円の黒字ですが、令和６年度２億1,400万円のマイ

ナス、令和７年度は１億6,800万円のマイナス、令和８年度５億7,900万円、９年度は５億1,400万

円のマイナスとなってございまして、トータル14億円のマイナス収支というふうになってございま

す。 

   それを補うべく、表１－２、それをこの基金の繰入れをすることで補塡して収支バランスを図る

というような形になってございます。 

   その結果、表１－３の各基金の年度末現在高をご覧いただきますと、一番右の黄色の網掛け部分

ですが、令和10年度になりますと、財政調整基金、そして公共施設整備基金がもう残高がゼロとい

う形になってございます。 

   １点、この第３次プランのときと違うというのは、第３次プランはプランの計画期間中にもう全

ての基金が枯渇してしまうような収支集計になってございましたので、第４次プランについてはま

だそこまで、全てが枯渇するような推計にはなっていないという状況でございます。 

   もう一点補足でございますが、令和５年度が7,600万円の黒字になっておるのが、これが定年延

長がございまして、定年が２年ごとに延びる影響で、例えば人件費のところご覧いただきますと、

令和５年度は退職手当の支払いがない集計になってございます。５年、６年、７年、８年、９年と

２年ごとに定年の延長がございまして、退職手当が支払いがないためジグザグな収支推計になって
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ございます。 

   すみません、10ページをご覧ください。 

   この収支推計を受けまして、まず３番として改革の目標です。１つ目の四角囲みのところ、今後

５年間の財政見通しでは、令和６年度以降、１年間当たり平均で２億8,000万円の財源不足を基金

繰入れによって補塡する状況というのが続きます。令和10年度末には、主要基金のうち財政調整基

金、そして公共施設の整備基金が枯渇するというような見込みになってございます。 

   その矢印の下をご覧いただきまして、その状況に対して、ポツのところ、令和５年度から９年度

までの５年間を計画期間として、次に掲げる目標を達成すべく以下の３つの柱を中心として行財政

改革に取り組むとしております。次に掲げる目標として、①番、恒常的、そして構造的な財源不足

を解消し、基金繰入れに依存しない持続可能な行財政運営を確立する。そして②番として、財政調

整基金の令和９年度末残高を10億円確保するという形で設定してございます。この財政調整基金の

10億円につきましては、一般的なこの基金の適正規模とされるのが標準財政規模の10％から20％が

適正というふうにされますので、標準財政規模が熊取町の場合は90億円程度でございますので、そ

の10％から20％として、10億円を目標として設定してございます。 

   この目標を達成すべく、３つの柱ということで、１つ目、緑の部分、業務改革でございます。２

つ目が青い部分で財政改革、３つ目がオレンジの組織改革ということで、業務改革であれば、事務

の合理化を図り、業務の見直しやスマートシティ化などを推進する。財政改革であれば、歳入にお

いて自主財源の安定的な確保、歳出において事業の選択と集中を基本に経営感覚を持っためり張り

の利いた財政運営、３つ目の組織改革としては、人員配置の適正化や働き方、近年言われるのが働

きがい改革、これらを推進して、労働の質と職員の生産性向上に努めるというものでございます。 

   11ページをご覧ください。 

   11ページ、主要な改革項目でございます。行財政改革プランの体系を３つに色分けしてございま

すが、まず業務改革につきましては、事務の改善、あるいは施設の管理運営の見直し、財政改革で

あれば、計画的な行財政運営の推進、収入確保の強化、あるいは組織改革であれば、人件費の見直

しで、強い組織づくりと働き方改革といった形で、３つの柱にそれぞれ10の中項目をつけるような

形で体系立ててございます。 

   この第４次プランの各項目でございますが、第３次プランの取組の中で、第３次を取り組むこと

で財政状況がそこまで悪化していないということも踏まえまして、第４次につきましても、基本と

しては第３次の取組を引き続き一定は踏襲していくというような形で考えてございます。 

   12ページをご覧ください。 

   先ほど申しました10の中項目をさらには細分化させたものでございます。 

   説明長くなるので、細かい説明は省略いたしますが、例えば12ページのところを順番にご覧いた

だきますと、まず１つ目としては、スマートシティ化の推進。ＩＣＴをはじめとする先端技術を活

用して、住民サービスの向上、業務の効率化を推進するものでございます。こちら新たに追加した

項目になってございます。 

   ２つ目は、生産性の向上、これは第３次から引き続いてございます。 

   ３つ目、公民連携の推進、これも新たな項目となってございます。 

   ４つ目、各業務の民間委託の推進、これも第３次からは引き続いておるんですが、内容につきま

しては、委託の中でも民間に委託することがより適切なものは民間委託するという形で、何でも委

託ではなくてより適切なものを精査するというような、そういった表現に第３次からは変えてござ

います。 

   ５番、指定管理者制度等の導入検討、ここから先は第３次の取組を継続した内容となってござい

ます。 

   13ページをご覧ください。 

   まず１つ目、10、町単独事業の見直し、こちら、第３次のプランの中では、例えば近隣に比べて
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高いサービス水準にあるものは見直すというような表現にはなっておったんですが、その高いサー

ビス水準はもう全て見直すというようなそういった表現は一旦今回は削っておりまして、あくまで

も事業効果や政策的な必要性を精査の上、見直すという形で、文言のほうは修正してございます。 

   11番は、投資的事業の抑制、12番、今後の保育所運営のあり方の検討、こちら、在り方の検討、

在り方を検討していくという形で表現のほう変えてございます。13番、業務の見直しによる会計年

度任用職員の適正配置、ここから17番までは第３次の項目をそのまま引き続き継続しているもので

ございます。 

   14ページをご覧ください。 

   18番の地方債の活用、19番の各基金の有効活用、20番、新たな財源確保の検討など、②番、財政

改革のこのページの項目につきましても、第３次のプランの取組を継続する形となってございます。

特に24番、企業誘致の推進につきましては、内容として、産業振興ビジョン、アクションプログラ

ムに基づきまして、空き家、空き店舗、遊休不動産を活用した企業誘致を進めるという形で、こち

ら文言のほう修正してございます。 

   15ページをご覧ください。 

   ３番目の組織改革でございます。29番、人件費の抑制、30番、組織・機構の見直し、31番、人員

配置の 適化、32番の働きがいと働きやすさの実現、こちら新しい項目になってございます。内容

としては、働きがいのある職場を進めるとともに、多様な働き方やワーク・ライフ・バランスの充

実に取り組む。ただ、これについて 終的に目指すところというのは、労働の質と生産性の向上、

これを図って、強い組織づくりにつなげるというものでございます。 

   以上が主要な改革項目としての32の項目でございます。 

   16ページをご覧ください。 

   ５番目として、第４次行財政構造改革プランの進行管理と推進体制でございます。 

   １つ目、アクションプログラムの策定ということで、第４次プランの進行管理に当たりましても、

目標とする効果、取組内容、工程を明確にしたアクションプログラムを、これまでのプランと同様

に策定したいと考えてございます。年度ごとにまた実績調査を行いまして、各年度における取組内

容や進捗状況というのを明らかにし、取組項目のフォローアップを行いたいと考えてございます。 

   １点、すみません、前回６月の議員全員協議会のときにご報告させてもらったときに、このプラ

ンの中間見直しについてご意見頂戴したかと思うんですが、この行革プランにつきましては、アク

ションプログラムを策定しまして、毎年フォローアップのほうを行いたいと考えておりますので、

アクションプログラムの具体的な取組の中で、アクションプログラム内容の必要に応じて適宜修正

をしていきたいというふうに考えてございます。 

   すみません、（２）番、住民等と一体になった推進体制でございます。体制につきましては、も

う全部局が一丸となって改革に取り組むとともに、その取組状況や実績に関しましては、適宜、行

政改革審議会や町議会に報告、町の広報紙やホームページを通じて積極的に情報公開に努めるなど、

住民と一体となって推進していきたいと考えてございます。 

   その下の図、ご覧いただくとおり、行革の審議会に対して説明、報告した上で、助言や提言を頂

戴し、住民には進捗状況を公表しまして、町議会に対しましても説明、ご報告をさせていただいた

上で、ご意見や要望を頂戴したいというふうに考えてございます。 

   17ページ以降につきましては、これまでの行財政改革の主な実績ということで、17ページは第１

次行革プランの実績でございます。18ページは第２次行革プランの実績、19ページが行政運営アク

ションプログラムの実績で、 後20ページが第３次行革プランの実績をこちらのほう掲載してござ

います。 

   すみません、説明が長くなって申し訳ございませんが、 後に、今後のスケジュールといたしま

して、今後、この素案に対しまして10月にパブリックコメントを行いたいと考えてございます。そ

の後に、もう一度行革審議会におきまして答申を頂戴しまして、次の12月議会でまた改めて議員全
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員協議会のほうでご報告させていただいた上、議案として上程したいというふうに考えてございま

すので、またよろしくお願いいたします。 

   説明は以上でございます。 

議長（二見裕子君）ただいま説明がありました本件について質疑があれば承ります。質疑はありません

か。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   これをもって、案件２、熊取町第４次行財政構造改革プラン（素案）についての件を終了いたし

ます。 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）次に、案件３、熊取町第３次道路整備計画（案）についての件を説明願います。山

原道路公園課長。 

道路公園課長（山原栄次君）それでは、熊取町第３次道路整備計画（案）について説明させていただき

ます。 

   お示しさせていただいています資料、３ページ目以降が整備計画（案）の本編になりますので、

そちらもご覧いただきながら、説明のほうをさせていただきます。 

   まず１つ目、道路整備計画の見直しについてでございます。本編１ページの１をご覧ください。 

   平成19年度に策定いたしました第２次道路整備計画は、策定後10年以上が経過し、幹線道路を中

心とする交通状況の変化や、通学路及び交差点における歩行者の安全対策の推進など、道路を取り

巻く環境が著しく変化してございます。町内道路のネットワーク形成をさらに進めるべく、広域幹

線道路との効果的、効率的な事業展開を計画的に図りつつ、大阪府の各路線の概成目標と連携した

新たな道路整備計画を策定するものでございます。 

   また、策定に当たりましては、ＳＤＧｓの観点にも考慮した持続可能なまちづくりを想定した計

画としてございます。 

   次に２番目、計画期間についてでございます。令和４年度から令和13年度までの10年間を計画期

間としてございます。また、上位計画等の改定や社会情勢の変化など道路を取り巻く著しい環境の

変化も想定されることから、計画期間中においても、適宜柔軟に見直しを行ってまいります。 

   次に３番、みちづくりの基本方針についてでございます。本編３ページ、３をご覧ください。今

後のみちづくりは、第４次総合計画、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に基づき、次の

２大方針で、効果的、効率的な道路整備を計画的に実施してまいります。 

   １つ目、快適で円滑な交通流動を支える基盤づくり、交流と連携を図るみちづくりです。産業・

経済活動を支え、住民の移動利便性の向上が図れる広域幹線道路を含む町内ネットワークの形成に

向けた交流と連携を図る幹線道路網の整備を進めてまいります。 

   ２つ目、安全で安心して利用できる道路空間の確保、安全・安心な暮らしを支えるみちづくりで

す。道路の交通安全対策を推進し、通学児童をはじめ利用者の交通の安全を確保してまいります。 

   次に４番目、みちづくりの方向性についてでございます。本編４ページ、（３）をご覧ください。

みちづくりは、先ほどの基本方針に基づき次の２つの方向でみちづくりを進めます。 

   １つ目の交流と連携を図るみちづくりについては、①広域幹線道路と連携する道、②まちづくり

を支援する道、③産業・経済活動を支援する道の整備を進めます。２つ目の安全・安心な暮らしを

支えるみちづくりについては、④災害に強い道、⑤通学路等の安全を確保する道、⑥交通事故を防

止する道の整備を進めます。 

   次に５番目、優先整備路線の抽出及び優先順位の設定についてでございます。本編５ページ、４

をご覧ください。町内30か所で実施いたしました交通量調査の結果を解析し、車両交通対策、歩行

者対策、他事業との連携等を、６ページ記載の評価基準により総合的な評価により優先整備路線を

設定し、その順位に従い整備を進めていくことを基本とします。 
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   なお、本計画では、第２次道路整備計画において抽出された、７ページに記載しております全23

路線を評価基準により再評価を実施し、評価ポイント数が４点以上となる路線について道路整備の

計画対象といたします。計画路線は本編５ページに記載しているとおりで、それぞれの項目で下線

のものがポイント数により優先度の高い路線となってございます。 

   次に６番目、みちづくりの実現に向けた方策についてでございます。本編12ページ、５をご覧く

ださい。これまで行政側で計画策定を行い実施してきた道路整備計画の過程を見直し、地域住民か

らの意見、要望の聴取を新たに実施し、地域住民と合意形成を経て道路整備計画路線の 終決定を

行う、地域住民が参画し、行政と合意の下で進める道路整備といたします。 

   次に７番目、今後の道路整備の在り方についてでございます。本編13ページ、６をご覧ください。

本計画に基づいた道路整備を進めることで、町内ネットワークはおおむね完了いたします。今後は、

みちづくりの視点を「つくる」から「つかう・まもる」へ軸足を移し、これまで整備された道路、

すなわち既存の道路ストックを生かし、いかに活用、維持していくかということが重要になってま

いります。限られた財源の中、道路施設の各長寿命化修繕計画に基づく計画的な維持修繕（道路メ

ンテナンス事業）にも重点を置きながら、残る新設・改良事業については地域住民と行政が合意の

下に道路整備を進めてまいります。 

   資料の２ページにお戻りください。８番目、今後のスケジュールについてでございます。 

   本日、議員の皆様からご意見をいただいた後、８月29日から９月12日の間、パブリックコメント

を行い、意見集約を行った後、９月30日に計画策定、公表の予定としてございます。 

   熊取町第３次道路整備計画（案）についての説明は以上です。 

議長（二見裕子君）ただいま説明がありました本件について質疑があれば承ります。質疑はありません

か。ないですか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   これをもって、案件３、熊取町第３次道路整備計画（案）についての件を終了いたします。 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）次に、案件４、下水道使用料の改定時期についての件を説明願います。朝倉下水道

河川課長。 

下水道河川課長（朝倉 優君）下水道使用料の改定時期について、お手元の資料に沿ってご説明いたし

ます。 

   お手元の資料１ページをご覧ください。 

   下水道使用料につきましては、前回５月25日の議員全員協議会でご説明させていただいたように、

現行の使用料のままでは当年度純利益の確保ができなくなる予想となっていることを踏まえまして、

令和５年４月の改定を目指し、検討を進めてまいりましたが、コロナウイルス、ウクライナ情勢等

による急激な物価上昇、さらには５月25日の議員全員協議会でのご議論等を踏まえまして、改定時

期について再検討させていただきました。 

   １番、使用料改定（案）でございますが、こちら、主な改正内容を示しておりまして、料金算定

期間や算定方法、料金単価等の改定内容など、前回お示しした内容のままとなってございます。 

   次に、２、料金改定時期の検討についてご説明いたします。改定時期については、以前お示しし

た令和５年４月と、１年遅らせた令和６年４月、さらにもう一年遅らせた令和７年４月の３パター

ンを比較しました。なお、前回議員全員協議会でお示ししたものから、基準外繰入金をゼロにして

算定するなど若干の見直しを反映しております。 

   まず、①当期純利益の推移につきましては、右のグラフにも図示しておりますとおり、青い線の

令和５年の改定、緑の線の令和６年の改定では黒字を確保できているものの、黄色い線の令和７年

改定では赤字が生じております。 

   続いて、資料２ページをご覧ください。 



－19－ 

   ②資金残高の推移につきましては、令和２年度に１億7,000万円を確保していた資本費平準化債

について、右の②－２のグラフに示しますように、令和７年度以降発行額がゼロ円となり、現金収

入が大きく減少します。これにより、②－１のグラフのとおり、３パターンとも令和10年度まで資

金残高は減少が続き、下水道ビジョンの目標値３億円を下回っております。改定時期を遅らせるほ

ど、年度末の工事費の支払いが集中する時期におきまして資金繰りが厳しくなり、その不足分を一

時借入金で賄うこととなりますが、黄色い線の令和７年改定の場合においては、その一時借入額が

２億5,000万円から３億円程度必要となります。 

   ③補塡財源残高につきましては、③－１のグラフのとおり、令和６年及び令和７年改定の場合、

残高不足が生じます。さらなる経営努力により残高の確保に努めますが、それでも不足が生じる場

合は、③－２のグラフのように一般会計からの基準外繰入金が必要となります。なお、今回このシ

ミュレーションをつくる段階におきましては、基準外繰入金は全てゼロ円で算定しております。 

   以上によりまして、改定時期につきましては、令和５年４月から１年間延伸し、令和６年４月１

日改定とします。 

   ３、今後のスケジュールにつきましては、本日の説明の後、９月議会に条例改正案を上程させて

いただき、ご可決賜りましたら住民の皆さんへの周知に取り組み、令和６年４月の施行を目指して

いきたいと考えております。 

   続きまして、資料３ページ、４、本町と堺市以南各市町村における下水道事業の状況の比較をご

覧ください。表の上のほうは、人口普及率、水洗化率、供用開始年月日と堺市以南の順位を表して

おります。 

   人口普及率は、令和２年度末まで、本町は82.4％、堺市以南で13市町村中８番目。水洗化率は

95.0％で、堺市、泉南市に次ぐ13団体中３位と高くなっておりまして、これは供用開始が堺市以南

で８番目という状況から見ましても、率は高いと思われます。今後ともさらなる水洗化の拡大に取

り組んでいきたいと考えております。また、その下には現行使用料の施行年月日を記載しておりま

すので参考にご覧ください。 

   中段以降の主な下水道使用料の比較は、前回ご説明させていただいた資料と同様のものを掲載し

ております。表の一番下には、社会福祉施設への下水道使用料の減免制度について確認をいたしま

したが、堺市以南での実施についてはございませんでした。 

   下水道事業の持続可能で健全な運営を図っていくためにも、下水道事業経営委員会で委員の皆様

のご意見をいただきましたように、下水道使用料の改定は必要なものとなっております。 

   また、本町を取り巻く状況の中で、特に資本費平準化債が令和７年度以降ゼロ円になることを踏

まえますと、使用料改定時期については、先ほどご説明しましたとおり、１年延伸し、令和６年４

月改定とするのが限度であると考えております。これより先に延ばすとなると、人口減少が進む状

況を踏まえますと、現在お示ししております改定内容では厳しくなってまいりますので、改めて算

定作業を実施し、料金改定幅を再検討する必要がございます。 

   一方、整備等に係る補助金に当たる社会資本整備総合交付金の採択に際し、国土交通省におきま

しても、令和７年度以降、使用料改定の必要性の検証が要件として追加され、公営企業会計を適用

した団体におきまして、条件によって重点は配分から除外されることも生じてまいります。 

   以上の状況を踏まえますと、下水道事業の持続可能で健全な運営を図るため、使用料の改定は必

須なものとなります。下水道ビジョンの基本理念にも掲げます「住みたい、住み続けたい、いつか

帰りたいまちを支えるくまとりの下水道」を目指し、住民の皆様のご理解をいただきながら、今後

も自立した事業運営に努めてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様方にもご理解を賜りま

すことをお願い申し上げまして、私からの説明とさせていただきます。 

議長（二見裕子君）ただいま説明がありました本件について質疑があれば承ります。質疑はありません

か。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   これをもって、案件４、下水道使用料の改定時期についての件を終了いたします。 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）次に、案件５、公民館・町民会館整備事業についての件を説明願います。大屋生涯

学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）それでは、公民館・町民会館整備事業についてご説明いたします。 

   本日は２点説明させていただきます。１点目が、この７月末で完了いたしました実施設計業務に

つきまして、２点目が、整備後の公民館・町民会館の管理運営についてでございます。 

   まず１点目、実施設計概要についてご説明いたします。 

   資料の１ページをご覧ください。 

   実施設計の概要について。基本設計策定後、概算事業費の範囲内で可能な限り事業費の抑制に取

り組んだところですが、世界的な原材料及び原油等エネルギー不足による建設資材が高騰したこと、

また、新たに新築するホールにつきまして、カーボンニュートラルや地球温暖化対策など環境に配

慮した象徴的な施設とするための取組により、総事業費については増加することとなったものでご

ざいます。 

   （１）番、総事業費についてでございます。 

   まず、①建設工事費についてでございますが、基本設計策定時の概算事業費につきましては15億

77万1,000円でしたが、実施設計策定時の設計事業費については17億1,919万円となり、２億1,841

万9,000円の増となってございます。なお、今回実施設計策定により増額となっております事業費

につきましても、国の都市構造再編集中支援事業費補助金の補助対象となってございますので、今

後、補助金の手続等を進める予定でございます。 

   次に、②主な増加要因についてでございますが、まず、ア、建設資材の高騰としまして、冒頭ご

説明しました件がございまして、約10％、１億5,000万円の増となっております。この10％の増額

分につきましては、一般財団法人建設物価調査会が策定しております建設費指数の推移により算出

されたものでございます。 

   次に、イ、実施設計時における新たな取組として、約7,000万円の増となっております。先ほど

ご説明しましたとおり、環境に配慮した象徴的な施設とするための取組を実施しております。主な

取組内容を下に書かせていただいております。 

   まず、１点目、ホール太陽光発電設備の増設ということで、当初10キロワットの太陽光発電設備

を搭載する予定でしたが、さらに20キロワット増設し、合計30キロワット搭載いたします。当初の

10キロワットでは、主にホワイエ、風除室、事務室といった共用部分の電力を賄っておりましたが、

増設を行うことで、リハーサル室、楽屋、楽屋に至る通路、そういった部分の電力も賄うことが可

能となっております。 

   次に、放射熱抑制のための駐車場部分の透水性コンクリートの舗装採用ということで、通常のア

スファルト舗装では照り返しが激しいこと、また周辺への浸水対策も踏まえまして、駐車場の部分

については透水性コンクリート舗装を採用するというものでございます。 

   次に、省エネに配慮した複層ガラスの採用でございます。ホールのガラス部分は、全て複層ガラ

スを採用することで、断熱性に優れ、外気温が直接伝わりにくい空間となり、空調機器の使用量削

減、省エネ効果を高めるものでございます。 

   次に、雨水利用のための貯水タンクの増設でございます。周辺樹木への水やりなど、雨水を利用

するための貯水タンクを設置いたしますが、その容量を増設するとともに、公民館の老人福祉セン

ター側にも１基設置し、雨水の有効活用を図るものでございます。 

   その他、各種申請手続の過程でご指摘のありました事項も反映し、今回、実施設計における設計

事業費を算定しているものでございます。 

   続いて、今後のスケジュール、（２）でございます。 
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   本事業につきましては、工事費及び工事管理委託を令和４年、５年の２か年で継続費を設定させ

ていただいております。実施設計の策定により事業費が増額となっておりますので、その増額分に

つきまして、９月議会に一般会計補正予算として令和５年度分を増額する継続費補正を上程させて

いただく予定です。通常の補正予算でございましたら、委員会に付託し、ご審議を重ねていただく

ところではございますが、冒頭ご説明いたしました社会情勢等により建設資材の調達に時間を要し

ているということもございますので、令和６年４月の供用開始に向け少しでも事務を前倒して進め

るため、本補正予算については、委員会付託を行わず本会議でご審議いただき、ご可決賜りますよ

うお願いいたします。ご可決賜りました後は速やかに制限付一般競争入札の公告を行い、資料にご

ざいますとおり、10月に開札を行う予定となっております。 

   議員の皆様におかれましては、このような状況をお含みいただき、ご理解、ご協力のほどよろし

くお願いいたします。 

   １点目、実施設計業務の概要については、以上でございます。 

   続きまして、整備後の管理運営についてご説明いたします。 

   ２ページをご覧ください。整備後の管理運営についてでございます。 

   令和６年４月の供用開始に向け、整備完了後の運営について、直営で運営する場合と指定管理者

制度を導入する場合で検討を行ったものでございます。検討に当たりましては、（１）番、基本的

な運営体制に記載しておりますとおり、職員の配置は、日中４名、夜間２名配置、指定管理者制度

を導入する場合は、事業者に対し専門人材の配置を求めることから、直営で運営する場合も、その

専門人材に匹敵する文化振興企画専門員を新たに任用するとともに、ホールの設備操作を行う舞台

操作技術者を委託契約により隔日程度配置することとし、直営で運営する場合、指定管理者制度を

導入する場合、条件を統一した上で検討を行いました。 

   その条件を統一した上で経費の試算を行った結果をまとめたものが、（２）ということになりま

す。参考までに、整備前の運営経費を記載させていただいております。その横に、今回試算を行っ

た整備後直営で運営する場合、指定管理者制度を導入する場合の試算結果を記載しております。 

   まず、①の人件費についてでございますが、整備前が2,002万9,000円となっており、人員体制に

ついては、館長が１名、兼務の正職員が２名、会計年度任用職員３名、夜間の施設管理が委託で１

名となっております。 

   次に、整備後直営で運営する場合の人件費が3,134万6,000円となっております。人員体制につい

ては、先ほどご説明いたしました文化振興企画専門員が１名、正職員が兼務で２名、会計年度任用

職員が交代勤務で３名、夜間施設管理委託が公民館・ホールで２名、舞台操作技術者が委託で１名

となっております。 

   次に、指定管理者制度を導入する場合の人件費についてですが、4,232万2,000円となっており、

これは、府内で指定管理者を受託している事業者に対し、先ほどご説明いたしました基本的な運営

体制で運営する場合の参考見積りの金額を計上させていただいております。人員体制につきまして

は、館長が１名、専任の正職員が２名、その他、夜間施設管理を含めパートタイムが９名交代勤務

となっておりますが、常時９名の体制で運営するものではなく、短時間勤務なども含めた人数とな

っておりますので、交代勤務で日中４名、夜間２名の運営を行っていくものでございます。舞台操

作技術者が１名で、計4,232万2,000円となっているものでございます。 

   なお、表欄外の米印１つ目にございますように、夜間施設管理委託と舞台操作技術者、直営で行

う場合、両方とも委託契約ということになりますが、指定管理者制度導入の場合との比較を行うた

め、人件費に含めて計上しております。 

   次に、講座の謝礼であったり、ホールでの文化事業、光熱水費といった、②番の運営事業費につ

いてでございます。整備前につきまして695万9,000円となっております。整備後直営で運営する場

合が、その横1,450万円となっております。増加となっている要因でございますが、現状、ホール

での文化事業というものを年間１、２回実施しているところですけれども、開館後、その文化事業
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を充実させることなどにより、講演委託が増加となっているものでございます。指定管理者制度を

導入する場合が1,363万円としておりますが、こちらにつきましては、表欄外の２つ目の米印にご

ざいますように、指定管理者制度の導入により、直営で運営する経費1,450万円に一定の経費削減

率６％を見込んだ数値ということで、1,363万円を計上しているものでございます。 

   次に、③、設備の保守点検などの維持管理経費につきましては、整備前が219万5,000円となって

おり、整備後直営で運営する場合が895万円となっております。増加となっている要因でございま

すが、公民館・ホールとともに実施する各種保守点検の増、また、新しく整備を行いますホールの

照明、音響設備の保守点検を行うため、増加しているものでございます。指定管理者制度を導入す

る場合につきましては、先ほどご説明いたしました運営事業費と同じく895万円に、直営で運営す

る場合の895万円に一定の経費削減率６％を見込んだ数値、841万3,000円を計上しております。 

   人件費、運営事業費、維持管理経費を合計した管理運営方法ごとの経費試算結果でございますが、

整備前の運営経費が2,918万3,000円、整備後直営で運営する場合が5,479万6,000円、指定管理者制

度を導入する場合が6,436万5,000円という試算結果となったものでございます。 

   ３ページをご覧ください。検討結果でございます。 

   直営で運営する場合、指定管理者制度を導入する場合、それぞれ運営の条件を統一した上で検討

した結果、先ほど申し上げました結果では、直営で運営するほうが経費を抑えられる結果となりま

した。しかしながら、直営で運営する場合は、新たに任用する文化振興企画専門員の人材確保が課

題でございます。一方、指定管理者制度を導入する場合におきましては、安定した運営を行うこと

はできるんですけれども、開館した後、本町が目指すべき文化振興の姿が反映しにくい、また、整

備するホールの規模では指定管理者制度導入に応募がないという可能性もございます。 

   直営、指定管理者制度の導入、それぞれに課題はございますけれども、先ほどの管理運営経費の

試算結果も踏まえ、開館当初は、文化振興連絡協議会をはじめとする各種団体との連携、また、新

たなホールでの活動が期待できる音楽団体の創設支援など、町が直接携わることで目指すべき文化

振興の姿を住民と共につくり上げていく直営で運営することが望ましいと考えてございます。 

   このような考え方の下、今後、直営での運営を軸に進めてまいりたいと考えておりますが、直営

で運営する場合は専門人材の確保が課題となってまいりますので、文化振興企画専門員が担うソフ

ト事業の企画部分については専門業者に委託を行い、文化振興の基盤づくりについては職員体制を

確保し、実施する運営方法についても併せて検討してまいりたいと考えております。 

   以上で公民館・町民会館整備についてのご説明とさせていただきます。 

議長（二見裕子君）ただいま説明がありました本件について質疑があれば承ります。質疑はありません

か。坂上巳生男議員。 

14番（坂上巳生男君）管理運営につきまして、指定管理者制度導入について様々な角度から検討してい

ただいて、その結果、当面、開館当初は町が直接携わることで目指すべき文化振興の姿を住民と共

につくり上げていくことができる直営の方法で運営していくという結論に至ったようでありますが、

その辺は、我々としては歓迎するところではあるんですが、その検討結果の説明のところで、先ほ

ども触れられました新たなホールでの活動が期待される音楽団体の創設などとあるんですが、これ

は何か具体的にそういう予定があるんでしょうか。 

議長（二見裕子君）大屋生涯学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）今、私どものほうで具体的に思い描いておりますのが、現在も講座

も実施しておりますが、和太鼓の団体がまず１点、上げられるかと思います。あと、周辺の団体で

ありましたら、何々市音楽団というものがございますので、そういったものも開館を機に立ち上げ

ていきたいという考えがございますので、そういったところも踏まえて、開館当初は直営でそうい

ったものの立ち上げ支援というものを行ってまいりたいと考えてございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。田中豊一議員。 
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１番（田中豊一君）いろいろ検討いただいてありがとうございます。 

   まず、実施設計なんですけれども、これは当初予算のときに、その頃から物価の上昇の話が出て

いたんで、上がる可能性があるだろうということを私も指摘をしておいたんですけれども、詳細設

計というか実施設計ができて、この２億1,800万円ですか、増ということで、これは社会の状況な

んで仕方ないかも分かりませんけれども、この実施設計が完成して、教育委員会が報告を受けたの

はいつですか。 

議長（二見裕子君）大屋生涯学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）事業費の 終的な金額というものは、７月末が完了となっておりま

すので、７月31日に報告を受けたものでございます。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）ということは、もう８月の上旬には分かっていたということやと思うんですけれど

も、この金額が出た中で、やっぱり役場の内部で調整した上で、どうせこれ補正予算せなあかんと

いうのは分かり切った話なんで、やはり議会のほうに、この８月の末じゃなしに、もう９月議会を

控えたこの時期ではなしに、これはもう９月議会での補正予算がテーブルにのる時期なんで、もっ

と早く何か報告なり勉強会なり、こういうことですというようなこととか、あと、この２番目の主

な増加部分の新たな取組の内容とか、やっぱり議員全員協議会よりも前に報告をいただけなかった

のかなというようなことを、ちょっと思っているんですけれど、それはいかがですか。 

議長（二見裕子君）原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）先ほど申しましたように、７月の末で一旦報告を受けております。

それまでにも事業者とは緊密な話合いの下、金額についてそれぞれ確認をさせていただいてきまし

た。 終的に報告を受けてからも、我々としても内部で一つ一つ都市整備部の力も借りながら検証

してきたというところでございます。 

   すみません、その間に、ご指摘のとおり、事前に議員の皆様方に、上がった理由、それからまた

さらに、書いているとおり新たな取組というところの情報提供ができていないというのは、ご指摘

のとおりかと思っておりますので、そこは我々もちょっと受け止めさせていただきたいと思います。

また、金額については、その辺のちょっと精査もありましたので、なかなかすぐにお示しすること

ができなかったというところ、すみません。よろしくお願いいたします。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）まだなぜそういうことを言うかといいますと、先ほどスケジュールの中で、９月議

会の補正予算を本会議で一発でやってくれというような話がありましたですけれども、自分らの手

続をやっぱり風通しよくせずに、このことだけ議会のほうに言うてくるのはおかしいん違うかなと

僕は思うんですけれども、そのあたりどう考えますか。 

議長（二見裕子君）原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）繰り返しにはなりますけれども、先ほど申しましたとおり、価格

の高騰というのも当然あるんですけれども、今、先ほど参事が言いましたいわゆる建設費指数とい

うのを、我々ももう一度再度直近でも確認してございます。近年緩やかな伸びでだんだん伸びてき

ていたんですけれども、この１年で本当にすごい伸びを見せているところでございます。 

   また、その高騰とともに、やはり資材というのが入手が非常に困難になってきているという状況

もちょっとございましたので、そこは、我々、お尻、令和６年４月の供用開始に向けて努力してい

きたいという中で、繰り返しにはなりますが、その資材の入手が困難であると、また、建設業界に

おいては人材不足などの様々な問題が出ているということも聞き及んでございます。そういった中

で、できるだけ早くやれることはやれる範囲の中でやっていきたいというところで、今回、先ほど

申しましたとおり前倒しでお願いさせていただければというところでございますので、よろしくお

願いいたします。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 
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１番（田中豊一君）物価の高騰とか人材不足とかそういうことは、ある程度世間の流れの中で我々も分

かっているんですけれども、やはり手続として、やっぱりこれは耳に入れとかなあかんでというよ

うなことを気づいてもらって、やっぱり内部で調整した上でやってもらうのがスムーズにいくかな

と思いますので、今いろいろ物価対策に政府も動いているみたいですけれども、なかなか効果が出

ないような状況なんで、今後もそういう可能性だって、これ１年半ほどでやれば、ある可能性があ

りますので、そのときは、やっぱり今回の反省の上で速やかに進めてほしいんですけれども、それ

はいかがですか。 

議長（二見裕子君）原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）今ご指摘いただいたこと、受け止めさせていただきまして、今後、

いろんな事業を進めていく中で、適宜適切にまた情報提供のほうをさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）次、新たな取組ということで、太陽光は10から30キロワット、10というのは少ない

なと思っていたんですけれども、こう取組されて、いろいろ違う部分にも活用されるということは

いいことかなと思いますけれども、公民館のほうは太陽光のパネルは置かないんですか。 

議長（二見裕子君）大屋生涯学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）公民館については、現在といいますか、この実施設計では登載する

予定はございません。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）それは何でですか。 

議長（二見裕子君）大屋生涯学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）建物の屋上の部分、どのぐらい載せられるのか、建築されて50年以

上経過している建物にもなります。いつまで使用するのかというところもございますので、今後、

そういった技術革新が進みまして、いろいろと報道でも見ておりますと、軽い太陽光発電とか出て

おりますので、そういったものができましたら、速やかに登載させていただきたいとは考えており

ますが、現状の技術で登載するには費用がかかるということで、今回、登載は行わないものでござ

います。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）現況の耐震設計の中では、そういうものは加味していないということで理解でよろ

しいんかな。 

議長（二見裕子君）大屋生涯学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）太陽光発電設備を搭載するというところでの耐震補強というところ

ではございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）続きまして、管理運営の部分ですけれども、いろいろ検討いただいて、先ほど坂上

巳生男議員からもありましたように、専門部分は専門家なり、専門家の委託とか、それから直営で、

町の利用者、住民の意見を活用されるというのはいいことかなと思うんですけれども、これ、施設

が２か所になりますよね。運営的にこの人数でどのようにやるんですか。どっちがメインで、公民

館のほうに人がおって、ホールのほうが利用のあるときにそっちに行くとか、どちらでも常設の職

員がおるとか、そこらイメージ、ちょっと分からないんですけれども。 

議長（二見裕子君）大屋生涯学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）先ほど申し上げましたとおり、日中は４名、夜間は２名ということ
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になりますので、利用がある場合は、公民館のほうに２名、ホールに２名ということになろうかと

思います。ただ、土日であったりとかそういった大きなイベントがあるときというのは、その人数

では心もとないというところもございますので、正職員２名兼務と書いておりますが、こちらのほ

うが、今ですと何か点検があるときとかに来たりするんですけれども、そういったものではなく、

施設のほうに応援に参ると、そういった形で運営に支障を来さない人員を確保した上で運営してい

きたいと考えております。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）物ができてから、利用の状況を見て、それはその利用に合わせて運営していったら

いいかなとは思うんですけれども、そのあたり、今度は１か所じゃなしに２か所になるんで、 初

思っていたよりも状況が違うかも分かりませんので、その点、よろしくお願いします。 

   もう一点お願いしたいのは、もう既に発掘調査の関係で駐車場の制限ができてきて、この前、議

会のほうから、我々にもここへ止めんといてというような連絡をいただいたんですけれども、これ、

今後、工事中ずっと駐車場が埋まっていくと。私の想像では、今度のホールの建設現場の裏側でま

だ今ちょっと空いているところがありますけれども、工事が進むと、やっぱり資材を置いたりとか

車が止まったりとかということで、あそこも埋まってくるんじゃないかなと思うんで、やはりその

工事の期間、その期間だけでもいろいろ、特に土日なんかやったら中央小学校を借りるとか、職員

とか関係者の人が少し離れたところへ、資材とかはしようがないとしてでも、通勤的に使っている

人は図書館の臨時駐車場に置くとか、何かやっぱり工夫してもらいたいのと、あと、町民文化祭が

11月にありますけれども、これは土日なんですけれども、やっぱりそのときには、利用者も多く来

ると思いますので、十分気をつけていただいて、町民文化祭は公民館の利用者の方、それから平日

はやっぱり役場やふれあいセンターの利用者の方、そういう方に迷惑かからないように、そのあた

り役場の中でも調整してお願いしたいんですけれども、何か計画があったら教えてください。 

議長（二見裕子君）大屋生涯学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）この月曜日から発掘調査のほうを開始させていただいていまして、

駐車場の台数が減り、ご迷惑をおかけしているところです。 

   発掘調査終わりぐらいに町民文化祭もございますけれども、今、商工会の前で職員駐車場という

ものがございますけれども、10月１日からそちらのほうを庁舎利用の方の代替駐車場として開放す

る予定でございますので、来られた方はそちらのほうご利用いただく、また、ご指摘いただきまし

た町民文化祭の際には、中央小学校で共催のイベントがございますので、そちらのほうも開放させ

ていただきまして、 後の文化祭となりますので、できるだけたくさんの方にご来場いただき、楽

しんでいただければと考えているところです。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）すみません、管理運営の部分なんですけれども、直営でというところの結論を今回

ご報告あったんですが、今この議員全員協議会の中で、第３次、第４次行財政構造改革プランの説

明を受けた中で、指定管理者制度導入というものをそのプランの中に盛り込まれております。その

説明を受けた中で、この町民会館・公民館についての管理運営について、直営でいくという、その

辺のところはちょっと理解できない。 

   第３次のところでも、指定管理者制度導入については、公民館・町民ホールに関しては重点的に

取り組むというふうに第３次のアクションプログラムには載っているんですよ。そのときに、第３

次のときには何も説明なかったんですが、今、結局、実際、町民会館を建て替えするときに、町民

ホールに建て替えするときに、なぜいきなりもうこの直営というふうに結論づけたのかなというと

ころがやっぱり理解できなくて、 後の検討結果というところ、試算されていますけれども、 後

に、本町の規模では応募がない可能性があるって、そういう結論も出していますよね。それ、やっ
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てみないと分からないん違うんですかね。公募してという形でやってみてから、なかって初めて直

営という形で判断できるんじゃないかなというふうに思うんです。 

   この経費に関しては、必要な経費を上げていますが、指定管理者制度を導入することによって、

直営にするよりか入が増えるというところ、その入についての試算はここには入っていないんで、

ちょっとこの結論づけているのがちょっとやっぱり納得いかないんですけれども、その辺の説明を

お願いします。 

議長（二見裕子君）大屋生涯学習推進課参事。 

生涯学習推進課参事（大屋真志君）すみません、第３次のアクションプログラムの時点では、公民館・

町民会館の整備について建て替えるという方向性は出ておらず、今の公民館・町民会館をそのまま

運営した場合の検討を行う、重点的に取り組むということがございました。 

   その後、整備検討委員会での議論を経まして、ホールについては改修ではなくて建て替えるとい

うことで一新するわけになるわけでございます。新しい町の文化を、これからホールの建て替え、

公民館の改修を機に実施していこうというところがございますので、指定管理者制度を導入すると

なった場合に、新しい施設をどのように運営していくのかというところが、非常に指定管理業者と

しては判断がつきにくいところかなというのは我々考えたところでありまして、そういったところ

を踏まえて、この検討結果のところにございますように、開館当初はということで書かせていただ

いているところは、そういった意味でございます。 

   したがいまして、今後５年、10年経過して、熊取町の公民館・ホールでこういう催物が定着して

きたという場合におきましては、指定管理者制度を導入するというものを全く否定しているもので

はなくて、そのときにまた再度検討させていただきたいと考えておりまして、現時点では開館当初

いろんなところを取り組んでいくと、行政が直接取り組むというところで、直営という結論で至っ

たところです。 

   あと、おっしゃられていました指定管理者制度の応募がない可能性、また、その収益が上がると

いうところでございますけれども、私どものほうで複数の指定管理者制度、大きいところから小さ

いところまで制度導入させていただいているところのお話を聞かせていただきまして、熊取町の、

今後380席というホールになりますが、その規模で、例えば著名な方を呼んだとした場合、収益を

上げようとすると、入場料が高くなる、指定管理者制度を導入してそれを回避しようとすると、指

定管理者制度のほうに上積みをしないといけないという、税の投入が増えるというお話も一定いた

だきましたので、この可能性が、やってみないと分からないというご指摘もございますけれども、

指定管理者制度を開館当初については、今後、やっていた中で熊取町のホールがいいよと、集客力

あるよというところでの指定管理者制の導入というのを改めて検討させていただきたいと考えてい

るところです。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）今日のこの議員全員協議会で、第３次、第４次行革プランの中で指定管理者制度導

入という形のものを説明を聞いた上で、その中で 後に、これは違うやろうということを意見とし

て言わせていただきました。 

   検討担当課としては、まずは直営でやってみて、駄目やったら指定管理者制度をという、今、ご

答弁だったんですが、まずもって 初から応募がないだろうというふうに想定するのではなくて、

指定管理者を応募することによって、いろんな提案事業もあるかと思うんです。それがなかったら

直営という形に結論づけてもいいかと思うんですが、いきなりもうその 初から応募がないだろう

というふうに結論して、直営でというところで試算されて、こうやって提示されるところがどうし

ても何かもう納得できなかったので、意見をさせていただきました。 

   企画としては、指定管理者制度導入について庁内では話し合ったかと思うんですが、行財政改革

プランをする中で、指定管理者制度導入という方向に軸足を置いているんではないんですか。 
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議長（二見裕子君）東野総合政策部長。 

総合政策部長（東野秀毅君）まず、今日、１つ目の案件で実績報告させていただいたのは、今回、第３

次の行革の中での平成３年度の取組についてまとめさせていただいている分となります。案件の２

つ目は、令和５年度から向こう５年間でやっていく行革のいわゆる柱となる部分を、今回ご覧にな

っていただいたという形となりますので、ちょっと時間的にはかなり違うタイミングで書かれた文

書とはなります。 

   実績報告を作ったタイミングというのが、もうかなり前になりますので、そのときには、先ほど

大屋のほうから申し上げたとおり、新しいリニューアルする分については、そういう指定管理とい

う手法で運営形態も考えていきたいということで、基本的にはまとめさせていただいている中で、

令和３年度の検討結果がそこに書かれていると。 

   今回書かれている新しいプランの中身の指定管理については、今後の部分というところもありま

すので、リニューアルで建て替えされるものも含めたものというよりは、今後また、ほかにもまだ

可能性がある施設がありますので、これはもう総論的にちょっと書かせていただいている部分もあ

りますので、そこだけにフォーカスしたものではちょっとないということで、ちょっと区分けはし

ているような考え方では、企画のほうでは考えております。企画というというか、財政ですね、こ

れは。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）一番、今、メインに町として新しく建て替えする中で、町としてメインで目立つ建

物になってくるかと思うんです。ですので、そういった面で、中で、もっと集客を上げて、皆さん

に来てもらえる管理運営をしてもらいたいというところで、直営ですごいそういったたけた方を採

用するというふうに言っておられましたけれども、文化振興企画専門員というふうな、その方も確

保できるかどうかも分からない中で、ちょっとその辺のところも、もう少し検討してもらったらど

うかなというふうに思います。 

（「よろしいですか」の声あり） 

議長（二見裕子君）はい。原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）ご指摘ありがとうございます。 

   私ども、決して指定管理者制度を導入を全くということではなくて、指定管理者制度には、導入

するいわゆるよさ、やっぱり専門的な見地からいろんな事業運営ができて、先ほど説明の中でも申

したように、やはり安定した運営ができるというのは確かにあると思います。 

   今回、当然それはあるんですけれども、何よりもまずは、我々、これから文化創造施設として新

たな施設を造る中で、文化創造を行っていくというレールをまず町のほうではちょっと敷いていき

たいというところは、しっかりと行政のほうで担っていきたいと考えていますので、そこに重きを

置きまして直営という結論に立っていると。 

   また、先ほど申しました、いわゆる専門的な部分で興行を打つという部分につきましては、今、

議員もおっしゃっていただいたように、それの一翼を担っていただける専門的なスタッフというの

は、確かに我々必要と考えておりますので、その人材の確保、もしくはまたそれが難しいようであ

れば、 後の資料にも書いていますとおり、その業務の部分については委託ということを考えて、

やはり住民が、より多くの方が新しい文化創造に、見て、触れていただける機会をちょっと確保し

たいと考えておりますので、指定管理を導入しないからその部分がやはり引けを取るということが

決していないような運営を、ちょっと考えていきたいと考えておりますので、ご理解いただければ

と思います。 

議長（二見裕子君）南副町長。 

副町長（南 和仁君）先ほど来からいろいろとご答弁させていただいているんですけれど、町のスタン

スとすれば、指定管理者制度につきましては、個々の施設についてその是々非々をこれまでも検討

してきた経過があります。これ、議員も十分ご存じやと思います。当然、その中でひまわりドーム
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であるとか老人福祉センターであるとかというのは、指定管理者を導入することが望ましいという

ことで、現在もそれは継続している。 

   ただ、一番象徴的なのは図書館、図書館については指定管理者はやっぱり望ましくないよね、図

書館行政、図書行政というのは、やはり指定管理に委ねるんじゃなくて直営のほうがいいよねとい

うのも、一つの結論として出ております。 

   どちらに軸足を置くんかということになると、やっぱり指定管理者制度という制度があるんです

から、それを検討しない手はないわけで、行政としては、軸足はやっぱり指定管理者にという方向

性は変わりません。これは今までもずっとそうです。それは個々の施設について検討していきまし

ょうというスタンスであることは、このホールと公民館の管理運営についても同じです。 

   この検討結果の文書の中で、やはりちょっと気になります、議員が言ったように。本町が指定管

理を入れても、まあ、手を挙げるところはないんやろうというようなところであるとか、この中段

あたりで、それぞれ課題はあるが管理運営経費も踏まえ、ここです、「整備後、当分の間は」とい

うようにご理解ください。当分の間は、新しくできた施設であるんだから、いろんな文化活動、い

ろんな住民が活動をするまで、整理するまではちょっと時間くださいと。どういう管理運営が一番

いいのかというのにやはり時間がかかりますと。その中である程度整理できて、ちゃんとした新し

い施設として整えたら、そこで指定管理者の制度の導入の是々非々を検討したいというように考え

ておりますので、まずは、出来上がった当分の間、整理整頓、住民活動、住民の方々が楽しく愉快

に活動できるような状況ができるまで、直営でやっていきたいというようにご理解いただけたらあ

りがたいと。 

   全て指定管理者制度の導入を否定するものではないということだけ、ご理解いただけたらと思い

ます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）ほかに質疑はありませんか。鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）今の議論を聞いていまして、やっぱり新しい会館、演技するところができたという

ことは、まず初めにやっぱり町民の中にある文化というのを、もっとそこへ興味関心、それからも

っと皆さんが演出できるようなものというのかな、そういうのを、まず初めにいろんなところで利

用できるというところが一番初めに考えられるべきだと思うんです。また、そういうところは、や

っぱり初めから指定管理されてしまうと、やはり熊取町の中の文化というのをまず分かってもらわ

ないと、そこから進めないということがあるんで、町民の文化的なシツドを上げてもらうとか、文

化的なそういう活動を増やしていくとか、そういうとこら辺はまず行っていただきたいというのが、

一番いいと思いますので、そこが初めて、それでこれだけいろんな講演とかが呼べるような感じに

なってきて、みんなが来てくださるというふうなのができてから、そういうふうな指定管理にとい

う形に持っていっていただくのが一番理想的やと思いますので、私は、初めからそうするよりは、

自分たちで、住民たちも参加して運営していけるような組織みたいなのをつくっていただけたら、

一番ありがたいかなというふうに考えています。 

議長（二見裕子君）ほかに質疑ありませんか。田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）ちょっと 後に確認なんですけれども、今後のスケジュールについてというところ

で、10月に入札で、開札と、スケジュール上がっているんですけれども、前に聞いていたのでは、

12月議会に契約案件が上がってくるということなんですけれども、10月に開札やって、仮の業者が

決まって、12月まで置いておくんですか。スケジュールを教えてください。 

議長（二見裕子君）原田教育委員会事務局理事。 

教育委員会事務局理事（原田哲哉君）当初の予定でいきますと、12月議会で、契約案件ということでご

議決いただく予定でございます。今回、前倒しでお願いさせていただければ、約１か月短縮ができ

まして、９月にもう入札手続を踏んで、10月には開札と。入札の状況にはよるとは思うんですけれ

ども、10月に開札を行い、仮の業者が決定した際につきましては、また議会、議員皆様方のほうに
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改めてまた臨時議会というお願いをしていきたいと、今現在、考えているところでございますので、

よろしくお願いいたします。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   これをもって、案件５、公民館・町民会館整備事業についての件を終了いたします。 

   以上で本日の案件は終了いたしました。 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）ほかに何かあれば承ります。 

（「なし」の声あり） 

   ないようですので、以上で議員全員協議会を閉会いたします。ご協力ありがとうございました。 

────────────────────────────────────────────── 

（「15時52分」閉会） 

────────────────────────────────────────────── 

 以上の協議会の次第は議会事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するた

め、ここに署名する。 

議長                     二見裕子 
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議 員 全 員 協 議 会 

 

月   日 令和４年９月16日（金曜）招集 

場   所 熊取町役場議場 

出 席 議 員 １     番  田 中 豊 一    ２     番  大 林 隆 昭 

      ３     番  浦 川 佳 浩    ４     番  坂 上 昌 史 

      ５     番  文 野 慎 治    ６     番  鱧 谷 陽 子 

      ７     番  田 中 圭 介    ８     番  河 合 弘 樹 

      ９     番  矢 野 正 憲    10     番  渡 辺 豊 子 

      11     番  二 見 裕 子    13     番  江 川 慶 子 

      14     番  坂 上 巳生男 

欠 席 議 員 なし 

説 明 員 町 長 藤 原 敏 司 副 町 長 南   和 仁 

 総合政策部長 東 野 秀 毅 総合政策部理事 野 津   惠 

 総 務 部 長 藤 原 伸 彦 健康福祉部長 山 本 雅 隆 

 都市整備部長 田 中 耕 二 都市整備部理事 濱 田 隆 之 

 財 政 課 長 竹 田 陽 介 
健康・いきいき

高 齢 課 長 
石 川 節 子 

 

ま ち づ く り 

計 画 課 

建築グループ長 

松 本 浩 規   

事 務 局 議会事務局長 林   利 秀 書 記 道 端 秀 明 

───────────────────────────────────────────── 

案   件 

    １）熊取ふれあいセンター空調設備の更新について 

    ２）老人福祉センター長寿命化等に係る改修について 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、議員全員協議会にご出席を賜りありがと

うございます。 

   本協議会には、町長ほか関係職員の出席をいただいております。 

   ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから議員全員協

議会を開会いたします。 

────────────────────────────────────────────── 

（「13時30分」開会） 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）本日の案件は、熊取ふれあいセンター空調設備の更新についてほか１件であります。 

   発言をされる方は挙手の上、着座でマスクはつけたまま発言していただきますようお願いいたし

ます。 

   なお、本日の会議では、新型コロナウイルス感染対策として、換気のために一部の窓を開けてお

りますので、ご了承願います。 

   それでは、案件１、熊取ふれあいセンター空調設備の更新についての件を説明願います。石川健

康・いきいき高齢課長。 

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）それでは、熊取ふれあいセンター空調設備の更新についてご説

明申し上げます。 

   熊取ふれあいセンターの空調設備については、平成11年竣工より約20年余り使用しており、機器



－32－ 

の更新について、令和６年度更新に向け活用可能な財源を検討しているところでございました。し

かしながら、今年度において空調の故障が多発し、これまでに500万円ほどの修繕に費用を要して

いる状況であり、ふれあいセンターにおいては住民が利用するスペースや事業も多くあり、その故

障により利用に支障を来している状況であることから、至急更新に着手する必要があると判断し、

今回の９月追加補正にて必要経費を計上するものでございます。 

   更新の概要ですが、資料の２、更新概要をご覧ください。 

   １つ目に、工期ですが、本予算ご可決いただいた後、実施計画に着手しまして、 終、令和５年

度末竣工を想定し、進めたいと考えております。 

   次に、予算でございますが、今回９月追加補正として、実施設計費用1,613万9,000円を計上させ

ていただき、工事に係る想定費用として２億440万5,000円を想定しております。また、ふれあいセ

ンターについては福祉避難所に指定していることから、財源につきましては緊急防災・減災事業債

の活用を想定しております。財政の平準化及び町の実施負担に対しても一定の財源は確保できる見

込みとなってございます。 

   続いて、予算や更新の工程の概要でございますが、３をご覧ください。 

   今回９月追加補正にてご可決いただいた後、実施設計を11月から２月を工期と想定し、更新工事

につきましては、翌年度３月補正にて工事費の予算を計上し、６月に契約議決の後、５年度末竣工

を想定し、進めたいと考えております。なお、工事につきましては、施設を稼働しながらの施工と

なるため、工期に９か月を要する設定となっております。 

   以上で、熊取ふれあいセンター空調設備の更新についての説明を終わります。 

議長（二見裕子君）ただいま説明がありました本件について、質疑があれば承ります。質疑はありせん

か。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。以上で質疑を終わります。 

   これをもって、案件１、熊取ふれあいセンター空調設備の更新についての件を終了いたします。 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）次に、案件２、老人福祉センター長寿命化等に係る改修についての件を説明願いま

す。石川健康・いきいき高齢課長。 

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）それでは、老人福祉センター長寿命化等に係る改修についてご

説明申し上げます。 

   １つ目の老人福祉センターの改修について、今回９月補正に至った経緯でございます。当該改修

については、令和４年度当初予算において、内装改修を含む耐震補強等の改修に係る実施設計費用

の予算についてご可決いただき、計上しておりますが、当初においては、来年度更新が必要なエレ

ベーターの更新及び、併せて耐震補強工事、加えて地域共生社会の拠点施設の整備に係る改修とし

て、大阪府宝くじ社会貢献広報市町村補助金を活用し、内装改修を想定した実施設計を予定してお

りました。 

   しかしながら、今年度実施設計着手の際に、改めて建物の調査を実施したところ、建物外装の劣

化状況が激しく、また内装改修に係る財源の確保が困難となったことから、実施設計内容を再検討

いたしました。外装改修については、軒下の滑落や外壁の亀裂が進行している状況から外装改修は

必要と判断し、内装改修については、財源確保が困難であったことから一部内容を縮小し、行うこ

とといたしました。 

   財源については、当初は内装改修に係る財源のみでございましたが、獲得が困難な状況であり、

今回は、長寿命化になる外装改修を今回含めることで、全体の改修費用へ公共施設適正管理推進事

業債を活用できるということになりました。２のとおり改修することとし、必要となる追加経費に

ついて９月追加補正にて計上いたします。 

   ２点目、老人福祉センター耐震補強及び長寿命化改修工事についてでございます。改修の概要で
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すが、内容は、①から④、③の外装改修工事が追加工事であり、④は、当初想定より一部縮小した

内容となっております。具体的には、当初は１階２階併せて改修を想定しておりましたが、当初想

定の財源が獲得困難であることから、１階部分のみ改修することとしております。 

   次に、改修内容変更に伴う必要経費についての今回追加予算でございます。外装改修の追加分と

内装改修縮小分を相殺し、210万1,000円を計上させていただいております。実施設計後の工事費に

つきましては、当初、実施設計に係る工事費6,222万円から、8,892万7,000円の想定工事費となっ

ております。 

   この財源につきましては、公共施設適正管理推進事業債を活用することで財源負担の平準化を図

り、また、全体の改修に財源を充てることが可能となります。 

   続いて、その下の改修の目的ですが、４点ございましています。１点目、施設改修後は、現在ふ

れあいセンター３階に事務所がある社会福祉協議会が移転し、地域共生社会の拠点施設として活用

することで、施設の利用者の拡充を図ること。２点目、災害時の機能が集中しているふれあいセン

ターの機能を分散します。３点目、手狭となっているふれあいセンターの執務スペースの拡充。４

点目といたしまして、老人福祉センターの指定管理委託料の削減。この４点が主な目的となってご

ざいます。 

   なお、社会福祉協議会が移転し、地域共生社会の拠点施設となりますが、具体的には、ボランテ

ィア活動の拠点に加え、地域の方がいつでも気軽に集える拠点、ひきこもりの方や子どもたちも含

め気軽に相談できる拠点づくりに取り組んでいきたいと検討しております。 

   なお、これまでの老人福祉センターの利用者については、社会福祉協議会の施設利用を優先に、

老人福祉センターの利用に対してご利用いただけるよう、今後調整していく予定でございます。 

   ３つ目の工程の概略についてでございます。９月追加補正として可決いただけた後は、実施設計

の発注作業に着手し、11月開札をめどに、翌年３月設計業務を完了し、続いて令和５年度３月、１

号補正にて工事費の予算を計上し、５月開札、６月議会にて契約議決、年度末執行に向け、進めて

まいりたいと考えております。 

   以上で、老人福祉センター長寿命化等に係る改修についての説明を終わります。 

議長（二見裕子君）ただいま説明がありました本件について、質疑があれば承ります。質疑はありませ

んか。大林議員。 

２番（大林隆昭君）老人福祉センターについてなんですが、事前に説明も聞かせていただいたんですが、

改修の目的とかというところも分かるんですが、実際に社協がここの事務所を使うということにな

るんですが、例えば、現存、今熊取町で保有している施設の中で社協が入れそうなスペースという

のは本当にないんでしょうか。 

議長（二見裕子君）石川健康・いきいき高齢課長。 

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）今回、老人福祉センターという、入るスペースというのはほか

にも検討するところもあるかとは存じますが、やはり立地的な形で、ふれあいセンターの福祉業務、

地域共生社会となれば、障がいも子育ても高齢者もいろんな方との観点がありますので、立地的に

ふれあいセンターと近い老人福祉センターが 適であるのではないかということを主に考え、今回

の改修に至っております。 

議長（二見裕子君）大林議員。 

２番（大林隆昭君）分かりました。 

   今回の議会でも、坂上昌史議員からも、公的な施設はどういうふうに残していくかというのも含

めて、この案には賛成させていただきますが、これからはしっかりと考えて、公民館も改修、ホー

ルも改修というのがあったときに、しっかりと考えていっていただきたかったなというふうには思

っていますので、それだけ申しつけます。 

議長（二見裕子君）ほかに質疑ありませんか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）すみません、先ほどの説明の中で、当初は内装のみのということで、外装工事につ
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いては、当初の予算の中の実施設計の中には入っていなかったというふうに説明あったかと思うん

ですが、昨日ちょっと私と二見議長と一緒に、老人福祉センターをちょっと拝見させていただいた

んですが、もう行って外に出ただけで、外装ぼろぼろ、もう何で当初から外装工事はなぜ予算の中

に入れなかったのかなというふうに、ぼろぼろ落ちていましたし、やっぱり屋上防水、それは見て

すぐ分かるん違うかな、外壁もぼろぼろ落ちていましたし、継ぎ足しで補修しているところもあっ

たんですけれど、なぜ 初からそれは入れなかったのかなというところをちょっと先に教えていた

だけますか。 

議長（二見裕子君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）おっしゃられるのは非常によく分かります。 

   ただ、財政的にやはり平準化を図りたいという思いがありまして、まずは使い勝手のいいように

内装のほうを区分してあげて、その後、個別計画のスケジュール、スパンにのっかっていって、長

期的な視点でもって改修をしていきたいというところで、今回の当初の分にはのせていなかったと

いうところでございます。 

   ただ、今回、先ほど説明のあったように、外装も入れることで対象となる起債のほうもついてま

いりましたので、それはちょうどいい機会だということで、おっしゃられるとおり、外装のほうも

早くするにこしたことはないと思いますので、今回同時にさせていただくというふうに、一部方向

転換させていただいたというところでございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）今回、そういうので、公共施設適正管理推進事業債というのを活用できるというこ

とで、外装もできるという説明だったかというふうに理解させていただくわけなんですが、 初、

内装だけを計画したときには、宝くじ交付金ですか、補助金ですか、それを活用してというふうな、

それをできるから内装だけというふうにしたというふうにおっしゃっておられましたが、宝くじの

助成金を使ってというのは、久保の八幡池グラウンドのトイレの分で活用したという、そういうの

が、去年でしょう、令和３年度に活用しているんですよね。 

   そういうのが直近にありながら、それが使えないという、その横横の課同士の連携というのは取

れいるのかなというふうに思ったんですけれど、そこは使えないというのを、その当初予算で上げ

てきたときにはそれを使えると思って予算を上げてきたわけでしょう。でも、そのときというのは、

もうトイレ改修のほうに使っているという、そういう実態というのは、課同士で、これは課同士と

いうか、財政のほうになるんですかね、財政のほうで分かっていたんじゃないんですかね。その辺

はどうなんでしょうか。 

議長（二見裕子君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）今おっしゃっていただいたことも、もっとものことなんでございますが、

初、大阪府のこの担当しているところに直接問合せしたときには、機能強化というような部分で

の補助金を使うということは可能であるというようなご回答をいただいておったんですが、予算を、

それに基づいて一定計上はしておったんですけれども、 終、再度確認しておかんと実際に動き出

してという話になったときにひっくり返ってはあかんなというところで、我々の担当課と、それか

ら総合政策、企画経営課のほうがこの所管をしていただいていますので、そちらのほうと、２人合

わせて大阪府へ直接確認に行ったところ、あ、ちょっと待ってなというような感じで、数年前に一

定の額の補助を出しているねというようなことを言われて、何回かもちろん交渉は重ねたんですけ

れども、ちょっと厳しいん違うかというのが 終の答えとなってしまったと。 

   本当に議員おっしゃられるように、もっと何で早いことを話ししておけへんかったんかという話

ではあるんですが、結果論から見ると、外装も同時に進められるし、それに見合うというか、起債

のほうも見つかったということで、すみません、こういう言い方はあれなんですけれども、終わり

よければ全てよしというところでご理解賜れると非常にありがたいかなというふうに考えておりま
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す。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）結果論では、それで、使える起債というか財源があったからよかったかなとは思い

ますが、ちょっとその辺の横横の連携というのをしっかりしていただけたらなというふうに思いま

した。 

   それで、そのことによって、今回、外装中心になってしまって内装ができない分というのが発生

するというところ、ちょっとその辺危惧するところなんですが、この内容を見たときに、トイレの

改修とか、今ご説明の中でも、内装は１階のみとおっしゃっておられましたよね。だから２階はし

ないのかなという、結局、外装にこの起債を使える代わりに、２階は十分にできないん違うかなと

いうところ、ちょっとその辺、２階のトイレ見たときに、１階のトイレはやっぱりそうやってちゃ

んと今回改修していただけるということですが、２階もやっぱり改修しないと、入り口一つで男女

一緒になっていて、障がい者対応のトイレもなかったかなというふうに思います。 

   ２階のトイレも改修せなあかんの違うかなというふうに思うんですけれど、ちょっとその辺、１

階だけというところ、どのように考えているんですかね。 

議長（二見裕子君）石川健康・いきいき高齢課長。 

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）おっしゃるとおり、２階のほうもということでしたけれども、

今回は、金額の面も考えて１階のみとさせていただきました。ただ、２階につきましても、介護予

防の拠点としてタピオステーションであるとか、これから社協が移ることで楽ちえの事業であると

か、高齢者のそういった拠点となるような使い方というのも増えてくるとございますので、そのよ

うな、それに見合うような補助金等も今後検討しながら、そういったことも検討して、使いながら、

また改修のほうを考えていきたいというふうには思います。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）またそれ無駄な、２回予算が余分にかかるので、今この改修するときに気づいたと

ころはそのときにやるべきやないかな、多少少し増えたとしても、起債として増えたとしても、や

るべきでは。住民、高齢者の方、結局まだその老人福祉センターを今まで活用されている方も、そ

の老人福祉センターと同様に、タピオとかそういった方、いろんなクラブの方も、昨日もたくさん、

年間スケジュール見たら結構利用されておられて、１年間もうずっと予約入っていますというふう

に言っておられました。だから、２階のお部屋もやっぱり使ってはるんです。 

   だから、１階を社協が使ったときに、結局、高齢者の方が２階を利用されるときに、やっぱり困

らないような施設整備というものは、このときにやっぱり。いや、あのときにやっておいたらよか

ったなと、トイレもやっておったらよかったなと思うことのないようにしておかないといけないん

違うかなと。今ならまだ、これからもう一度実施設計やり直すんですので、その辺はできるん違う

んですかね。ちょっと検討し直していただきたいなと思うんですけれど。 

議長（二見裕子君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）今、議員のほうからおっしゃっていただいた、非常にありがたい話ではあ

るんですが、課長のほうから申し上げました介護予防の施設整備に係る補助金、ちょうど渡辺議員、

二見議員のほうがご尽力いただいて、国のほうで獲得できた補助金でございますけれども、一応そ

れを目当てに考えておるんです。 

   ただ、今この時点でそれをすぐにというのもなかなか難しい話かなというふうに思いまして、そ

れを目当てに、ただ、２階の利用状況も今後しっかりと見定めて、どこまでどういう改修をしたら

いいのか、それをはっきりと見定めた中で、それを活用するような形で追加でやっていきたいなと。 

   もともと個別施設計画の中でも、一定のスパンの中で改修を財政負担の平準化ということでやっ

ていくということで考えておりますので、ちょっと一度にというのではなくて、その分については、

少し利用も見ながら、どこをどういうふうに改修するのが一番効率的なのかということを考えなが
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ら、やっていかせていただきたいなというふうに、まずは、今回上げさせていただいたところから

始めさせていただきたいなというふうに考えておるところでございます。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）何かあまり納得はいっていないです。 

議長（二見裕子君）ほかに質疑はありませんか。田中豊一議員。 

１番（田中豊一君）似たような質問なんですけれども、これによると、１階は地域共生社会の拠点とい

うことで社協に入ってもらって、それにまつわるボランティアとかいろいろな機能、社協の機能、

１階ですので、強化されるんかなとは思いますけれども、同時に、老人福祉センターの機能も残し

ますよと。それは、恐らく２階だと思うんですけれども、そういうのも、内装も、工事すると、当

然設計も、それから工事費も１億円超えるかというふうなことになってくるんで、今回はこれでや

りたいんだという話として理解はしているんですけれども、ちょっと私の観点から見ると、非常に

中途半端だなと。 

   ２階の老人福祉センター部分の利用というのは、今、渡辺議員からも紹介ありましたけれども、

登録の団体がいろいろ運動したりとかやっているグループがたくさんあって、結構利用していると

いうことでしたら、やっぱりトイレなんかは非常に気になるなというふうに、１階はちゃんと洋式

化でやっていくんで、今さら言っても、いろいろもう段取りできているからなかなか難しいんかも

分からんけれど、ここ、今この頃時点で言うとかなあかんのは、やはり今後やっぱり考えてもらう

という意味で、２階もありますよということで、どこかのタイミングで、先ほどの宝くじの補助金

の縛りが解けたときとか、そういうふうなときでやる必要があるんじゃないかなと。 

   この老人福祉センターは、もともとはお風呂があって、そこで趣味のこととか運動とかを楽しむ

というか、そういう目的やったと思うんですけれども、どうも今は、私も長生会の役員をしている

んですけれども、一回も使ったことありません。大体、煉瓦館、それからふれあいセンター、それ

から公民館を使っています。それで、やっぱりどこかで見直さなあかん時点にもう来ているんじゃ

ないかんじゃないかなという思いが一つあります。 

   ２つ目は、これだと１階が社協になるということなんで、看板ですね、タイトルは老人福祉セン

ターのということで出ていますけれども、完成した暁には、これ、例えば地域共生センターだとか、

社会福祉協議会事務局なんか、どういう建物の名前はお任せしますけれども、看板を替えらなあか

んの違うかなと。この前説明のときにも、老人福祉センターで補助金もらっていて、例えば適化法

の関係がどうなっているかというのを聞いても、ちょっと分からないということがあったんですけ

れども、その２点、ちょっと教えてくれますか。 

議長（二見裕子君）山本健康福祉部長。 

健康福祉部長（山本雅隆君）田中議員のほうからも、我々、もう腹案に思っているようなことをもう全

て言うていただいたというような感じでございます。非常にありがたいお言葉いただいております。

老人福祉センター、今後、うまいこと上手に活用していけよという励ましのお言葉やというふうに

ありがたく思っております。 

   おっしゃっていただいたように、２階のほうなんですけれども、いわゆるホールの状態になって

おります。そこで踊りであったりカラオケであったりを楽しまれている、そういうグループが何グ

ループかあるというような状況でございます。ただ、常時使用されているという、そこまでの状況

には今なっていないと。それを、社協が入ってもらって、その辺の利活用もより活発に、社協の事

業そのものも２階のホール等を活用してやっていってもらうというようなことを、今もくろんでお

ります。 

   ただ、それが入ってすぐにできるというのは、なかなか難しいところもありますので、それを状

況を見ながら、そしたらこういう活用の仕方がいいんじゃないかなと、実際に今のホールのままだ

と利用勝手ももう一つやと思いますので、それを利用しもって、こういう改修をしたらいいという
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ような案をもらいたいなと思っています。 

   ２階のほうも、今ありがたい言葉いただいて、２階のほうも改修しいやというふうに言うていた

だいたと、我々受け止めさせていただいております。そういったことも念頭に置いて、社協のほう

とも協議しながら、２階のほうについても利用勝手のいいように、住民の皆さんがそこで憩ってい

ただけるような、集まっていろいろ話しし、気軽に集まってもらえるような場というふうになって

いくように、頑張ってその利活用に努めてまいりたいというふうに考えております。 

   それから、あともう一つ、看板の話でございますけれども、もうまさにおっしゃられるとおりで

す。この老人福祉センターのほうは、もちろん老人福祉センター、今現状使っておられる方もいら

っしゃいますので、その方々も今までと同様使っていただくというのを原則に考えておりますので、

あとは、やはりそれをさらに利活用を拡大して使っていってもらうということになると、より広い

概念として、今おっしゃっていただいた地域共済のセンターと、愛称でどういうような愛称を、募

ってもいいですし、愛称をかぶせた上でその運営をまたやっていきたいなというふうに考えておる

ところでございます。ちょっと答えになっているかどうか分かりませんけれども、すみません。 

   以上でございます。 

議長（二見裕子君）ほかに質疑ありませんか。鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）今、いろいろとお話聞きまして、一番初めに耐震補強工事と出ているんです。耐震

補強工事を考えたときには、必ず外装とかそんなところは調べて、耐震補強をするためにどうせな

あかんのかというところを考えたときに、そこから入ったら、なぜ後からこういう外装改修とかと

いうのが出てきたのかなというのをちょっと不思議に感じるんですけれども、耐震補強をしようと

すると外装もやはり一緒に考えなければならなかったんじゃないかなというふうな気がするのと、

下に社協が入るということです。社協用に下を改修することは可能やと思うんですけれど、畳の部

屋とか、それからちょっと広いところがあって、やっぱりそこで踊りをやっていらっしゃったりと

か囲碁をやってはったりとか、そういうグループみたいなのが幾つかあったかと、今はちょっと、

私も何年か前に行ったときにそういうところを見たという。 

   それで、公民館も改修に入って、そこも使えなくなっていて、それでまたこっちもと。だから、

その人たちがやっぱり、今までやっていたことがやれなくなるのではないかと。時間がちょっとず

れているのかもしれませんけれど、その人たちは、そこで２階でするといっても、２階舞台のとこ

ろでみんなが一緒に囲碁やったり踊り踊ったりするわけにもいかないですし、その人たちのことを

考えると、練習場とかそういうとこら辺も考えてあげていっていただきたいなというのを思いまし

た。 

   あと、社協がこっちへ移った後の社協の場所というのは、どういうふうにご利用されるんでしょ

うか。 

議長（二見裕子君）石川健康・いきいき高齢課長。 

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）３点ございました。 

   まず、１点目の耐震化の件でございます。以前にも説明させていただいたとおり、耐震に係る改

修というのはごく窓の下の一部、ちょっとブレース入れるぐらい、ブレースというかちょっとスリ

ットを入れるぐらいの改修で、ごくごく一部になっておりますので、まずは、その耐震とエレベー

ターとということを思っておりました。 

   外壁については、部長説明していただいたように、計画の中でも、令和４年から18年の間で財政

状況を見ながらというのを考えておりましたので、今回は、当初はまずはというところだけを入れ

させてもらっていたところです。 

   ２点目の利用の方法につきまして、囲碁の方とかは、私が見に行ったときは２階のほうでしてお

られました。反対に、畳に座ることがしんどくて、椅子に座って 近は囲碁等をされることも多く

なっておりますし、大正琴の方々も座ってされることが多いように見受けられます。ただ、少し畳

のスペースということで、日舞の方も、人数はだんだんと限られてはきているんですけれども、そ
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の活用方法につきましては、これからクラブの方や社協の皆さんとちょっと協議しながら、使い方

を検討してまいりたいというふうに思っております。 

   あと、３点目の社協のふれあいセンターの場所なんですけれど、説明させてもらいましたように、

ふれあいセンター自体の１階の事務所を見ていただいたら、もうきゅうきゅうで、横を通るときに

横にならないと通れないぐらいのスペースになっておりますので、事務所のスペースをこの際少し

動かして、もう少しスペースを持った配置にさせていただくこと。あとは、会議室が事務室になっ

ているところもございますので、元の機能に戻していきたいというふうにも考えております。住民

の方やいろんな団体の方が会議等でも使えるスペースを使っていきたいとも思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

議長（二見裕子君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）私が 後に聞いたのは、今のある社協を移した後、今の社協はどういうふうに使っ

ていかれるんですかということです。分かりますか。 

議長（二見裕子君）石川健康・いきいき高齢課長。 

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）社協のお部屋のところですよね。そこに事務所を持っていきた

いと考えております。ふれあいセンターの、まだどこがどう入るか決めておりませんが、例えば１

階に３課が入っておりますので、どちらの課が入るとか、２階にも３階にも事務所がございますの

で、その中でちょっと再編成して、使い勝手のいい配置にしたいと考えております。 

議長（二見裕子君）鱧谷議員。 

６番（鱧谷陽子君）ふれあいセンターのほうで、そういう会議室というか、社協の前のようなふうな形

の会議のところというのはなくなってしまうという感じですかね。それは、今ふれあいに入ってい

るところがもう少し広く使えていくという感じで捉えたらいいですか。 

議長（二見裕子君）石川健康・いきいき高齢課長。 

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）社協はいろんな会議、大体年間90回ぐらい、ふれあいセンター

のいろんなお部屋を使って会議やボランティアの育成等をされておりますけれども、その活用が主

として老人福祉センターのほうに行かれる。ただ、必要に応じてふれあいセンターを使わなければ

ならないときがあれば、それは使っていただいたらと思いますけれど、基本的には、老人福祉セン

ターのほうへというふうに考えております。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）すみません、もう一度確認なんですが、 初、当初の計画のところで、内装改修縮

小分、マイナス156万円、その実施設計の中で。想定工事費、内装改修縮小分、マイナス1,955万円

となっているんですが、２階のトイレの分だけではないですよね、このマイナスというのは。２階

のトイレだけを改修した場合はどれだけプラスになるんですかね。こんなにも、この工事費は

1,955万円も要らないわけですよね。 

議長（二見裕子君）石川健康・いきいき高齢課長。 

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）すみません、今すぐには出せないですけれども、その工事費自

体はトイレだけではなく、床とか壁とか、あとはちょっと仕切りとか、そういうことも検討した内

装を想定しておりました。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）ということであるならば、トイレを改修したらどうかというところを、またちょっ

と見積もってもらって、その分、全くこのまま内装縮小分マイナス156万円、工事費1,955万円がプ

ラスされるわけではないのであるならば、ちょっと試算していただけたらなと思うんですけれど。 

議長（二見裕子君）石川健康・いきいき高齢課長。 

健康・いきいき高齢課長（石川節子君）先ほど、値段の中、約半分ぐらいはトイレに、だからトイレの

改修にすごく金額がかかっているというのは、こちらでも、はい。本当は、議員言われるように、

やりたかった気持ちもあるんですけれども、だけれども、やっぱり金額の件もちょっと検討しまし
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た。すみません。 

議長（二見裕子君）よろしいですか。南副町長。 

副町長（南 和仁君）先ほど来から渡辺議員のほうから２階の内装ということでご意見いただいている

んですけれど、取りあえずは、今回は実施設計の委託料の補正をさせていただきたいということで、

210万1,000円ということで、この中で泳げる幅というのは若干できるかなというのは思っておりま

す。 

   先ほど担当のほうから言ったように、トイレを増やすことによってこの設計委託料がどれだけ上

がるのか、もうこの中で収まり切れるのかというのを、もう一度ちょっと検討させてください。工

事費についてはまだ向こうの話ですので、工事費の補正というのが来年の３月の補正になりますの

で、そこらも見据えながら、少し若干お時間いただいて検討させてください。 

   以上です。 

議長（二見裕子君）渡辺議員。 

10番（渡辺豊子君）分かりました。ちょっと検討していただけたらと思います。 

議長（二見裕子君）ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   これをもって、案件２、老人福祉センター長寿命化等に係る改修についての件を終了いたします。 

────────────────────────────────────────────── 

議長（二見裕子君）以上で本日の案件は終了いたしました。 

   ほかに何かあれば承りますが。 

（「なし」の声あり） 

   ないようですので、以上で議員全員協議会を閉会いたします。ご協力ありがとうございました。 

────────────────────────────────────────────── 

（「14時11分」閉会） 

────────────────────────────────────────────── 

 以上の協議会の次第は議会事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するた

め、ここに署名する。 

議長                     二見裕子 
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